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序     文 

ケニア共和国（以下、「ケニア」と記す）では、女性が農業生産労働の 70％を担っています。それ

にもかかわらず、女性農民の生産性は、土地、資本、技術、資本等への限定的なアクセスに起因して、

男性農民と比較した場合 2～3 割程度も低いといわれています。 

 

こうしたジェンダーの不平等にかかる課題に取り組むため、JICA はケニア国「小規模園芸農民組織

強化計画プロジェクト（Smallholder Horticulture Empowerment Project：SHEP）（2006～2009 年）」におい

て、市場志向型農家経営の推進に取り組み、事業におけるジェンダー主流化を推進してきました。そ

の結果、同プロジェクトでは農家経営における男女共同参画が促進され、農家の生計向上に寄与した

ことが終了時評価調査時に確認されました。しかし、SHEP におけるジェンダー主流化の取り組みを省

内に定着させ、園芸農家のみならず、他の作物生産に携わる農家に対しても普及していくためには、

農業・畜産・水産省の能力強化が必要であり、ケニア政府の要請を受け、2014 年 9 月から 2017 年 8 月

までの 3 年間の予定で「ジェンダー視点に立った農業普及推進プロジェクト」を展開しています。 

 

今般、同プロジェクトの終了時評価調査を行うことを目的として、2017 年 5 月に調査団を派遣し、

ケニア政府及び関係機関との間で、これまでの活動実績の確認、プロジェクトの目標達成度評価と今

後の方向性にかかる一連の協議を行いました。本報告書は、この調査結果を取りまとめたものであり、

今後のプロジェクトの展開、更には類似のプロジェクトに活用されることを願うものです。 

 

後に、これまでプロジェクトにご協力をいただきました内外関係者の方々に深い謝意を表すとと

もに、引き続き一層のご支援をお願いする次第です。 

 

平成 29 年 7 月 

 

独立行政法人国際協力機構 
  社会基盤平和構築部長 安達  一 



 



目     次 

序 文 

地 図 

写 真 

略語表 

 

評価調査結果要約表 

 

第１章 評価調査の概要 ····························································································································· 1 

１－１ 調査団派遣の経緯と目的 ·········································································································· 1 

１－２ 調査団の構成と調査期間 ·········································································································· 2 

１－２－１ 調査団の構成 ················································································································· 2 

１－２－２ 調査期間 ························································································································· 2 

１－３ プロジェクトの概要 ················································································································· 2 

 

第２章 終了時評価の方法 ························································································································· 3 

２－１ 評価手順 ····································································································································· 3 

２－１－１ 資料レビュー、評価グリッドの作成 ··········································································· 3 

２－２ 評価 5 項目 ································································································································· 4 

２－３ 日本・ケニア双方の合同評価チームメンバー構成 ······························································· 5 

２－４ 調査の制約・限界 ····················································································································· 5 

 

第３章 プロジェクトの実績 ······················································································································· 7 

３－１ 投入実績 ····································································································································· 7 

３－１－１ 日本側 ····························································································································· 7 

３－１－２ ケニア側 ························································································································· 7 

３－２ 活動及び成果の達成状況 ·········································································································· 8 

３－３ プロジェクト目標の達成状況 ·································································································11 

３－４ 上位目標の達成見込み ············································································································ 13 

 

第４章 実施プロセス ······························································································································· 15 

４－１ プロジェクトの実施プロセス ································································································ 15 

４－２ プロジェクトのモニタリングシステム ················································································ 15 

４－２－１ プロジェクト調整委員会 ···························································································· 15 

４－２－２ プロジェクト管理委員会 ···························································································· 15 

４－２－３ プロジェクト実施ユニット ························································································ 15 

４－３ プロジェクトの手法 ··············································································································· 16 

４－３－１ プロジェクトの手法とプロセス： 

「ジェンダー主流化パッケージ（GMP）」の開発 ··················································· 16 



４－３－２ プロセスを重視したプロジェクトのアプローチ ····················································· 17 

 

第５章 評価結果（5 項目ごとのレビュー結果） ················································································· 18 

５－１ 妥当性 ······································································································································· 18 

５－１－１ ケニア国家政策・戦略との合致 ················································································ 18 

５－１－２ 受益者のニーズとの整合性 ························································································ 19 

５－１－３ わが国の援助政策との整合性 ···················································································· 20 

５－１－４ プロジェクトのアプローチ・デザインの妥当性 ····················································· 20 

５－２ 有効性 ······································································································································· 20 

５－２－１ プロジェクト目標達成の見込み ················································································ 20 

５－２－２ 本プロジェクト実施にかかる促進要因 ····································································· 21 

５－２－３ 問題点及び問題を惹起した要因（阻害要因） ························································· 22 

５－３ 効率性 ······································································································································· 22 

５－４ インパクト ······························································································································· 23 

５－４－１ 上位目標への貢献 ········································································································ 23 

５－４－２ 正の開発効果（波及効果） ························································································ 23 

５－５ 持続性 ······································································································································· 26 

５－５－１ 政策面 ··························································································································· 26 

５－５－２ 組織面 ··························································································································· 26 

５－５－３ 技術面 ··························································································································· 26 

５－５－４ 予算面 ··························································································································· 27 

 

第６章 結 論 ··········································································································································· 28 

 

第７章 提言と教訓 ··································································································································· 29 

７－１ 提 言 ······································································································································· 29 

７－１－１ プロジェクト期間内に向けた提言 ············································································ 29 

７－１－２ プロジェクト期間終了後に向けた提言 ····································································· 29 

７－２ 教 訓 ······································································································································· 29 

 

付属資料 

１．調査日程 ··········································································································································· 33 

２．主要面談者 ······································································································································· 35 

３．協議議事録及び ANNEX ················································································································ 37 

４．評価グリッド ································································································································· 126 

５．質問票、質問項目 ························································································································· 132 



地     図 

 
出典：プロジェクト作成 

 

  

前期連携プロジェクト 

① RiceMAPP（Rice-based and Market-oriented Agriculture Promotion Project）Rice（JICA） 

② EAAPP（Eastern Africa Agricultural Productivity Project）Dairy（世界銀行） 

③ EAAPP（Eastern Africa Agricultural Productivity Project） Cassava（世界銀行） 

 

後期連携プロジェクト 

④ RPLRP（Regional Pastoral Livelihood Resilience Project）Livestock（世界銀行） 

⑤ FAO-ASTF（Promoting Nutrition Sensitive Agricultural Diversification to Fight 

Malnutrition and Enhance Youth Employment Opportunities in Eastern Africa）Fisheries（FAO）

 





写     真 

  

写真-1：ニエリ・カウンティ表敬 写真-2：農業学校（KSA）での聞き取り 

写真-3：農家訪問（Ngorano） 写真-4：導入された改良かまど 

 

 写真-5：普及員へのインタビュー（Mwea） 写真-6：農民へのインタビュー 

写真-7：プロジェクト調整委員会の様子 写真-8：協議議事録署名 





略 語 表 

略語 英語 和訳 

APCU Agriculture Projects Coordination Unit 農業プロジェクト調整ユニット 

ASDS Agricultural Sector Development Strategy 農業セクター開発戦略 

ASTF African Solidarity Trust Fund アフリカ連帯信託基金 

ATC Agricultural Training Centre 農業研修校 

CDA County Director of Agriculture カウンティ（郡）農業事務所長 

CDLP County Director of Livestock Production カウンティ（郡）畜産事務所長 

CIDP County Integrated Development Plan カウンティ・統合開発計画（レポート） 

C/P Counterpart カウンターパート 

DAC Development Assistance Committee 開発援助委員会 

DPs Development Partners 開発パートナー 

EAAPP 
Eastern Africa Agricultural Productivity 

Project 

東アフリカ農業生産性向上プロジェクト

（世銀による融資広域案件） 

ECAATP 
Eastern and Central Africa Agriculture 

Transformation Project 
上記 EAAPP の後継案件（まだ計画段階）

FAO Food and Agriculture Organization 国際連合食糧農業機関 

FAO-ASTF Promoting Nutrition Sensitive Agricultural 

Diversification to Fight Malnutrition and 

Enhance Youth Employment Opportunities 

in Eastern Africa 

FAO支援のMOALF水産部門下の広域案件

FEO Frontline Extension Officer 区農業普及員 

FGDs Focus Group Discussions フォーカス・グループ・ディスカッション

FTC Fisheries Training Centre 水産研修センター 

FY Female Youth 青年女性 

GM Gender Mainstreaming ジェンダー主流化 

GMP Gender Mainstreaming Package ジェンダー主流化パッケージ 

GOJ Government of Japan 日本政府 

GOK  Government of Kenya ケニア政府 

IEC Information, Education and Communication 情報・教育・コミュニケーション 

JFY Japanese Fiscal Year 日本の予算年度 

JICA  Japan International Cooperation Agency 国際協力機構 

KSA Kenya School of Agriculture ケニア農業学校 

Ksh Kenyan Shilling ケニアシリング 



LR Long Rain 裏作期 

M&E Monitoring and Evaluation  モニタリング・評価 

M/M Minutes of Meeting 協議議事録（ミニッツ） 

MOA  Ministry of Agriculture 農業省 

MOALF 
Ministry of Agriculture, Livestock and 

Fisheries 
農業・畜産・水産省 

MOU Memorandum of Understanding 覚書 

MPSY&GA 
Ministry of Public Service, Youth and 

Gender Affairs 
公共サービス・青年・ジェンダー省 

MY Male Youth 青年男性 

ODA Official Development Assistance 政府開発援助 

OJT On the Job Training オン・ザ・ジョブ・トレーニング 

PDM Project Design Matrix プロジェクト・デザイン・マトリックス 

PEGRES 
Project on Enhancing Gender Responsive 

Extension Services in Kenya 

ジェンダー視点に立った農業普及推進プ

ロジェクト 

PIU Project Implementation Unit プロジェクト実施ユニット 

PMC Project Management Committee プロジェクト管理委員会 

PO Plan of Operation 活動計画表 

PS Principal Secretary 次官 

PSC Project Steering Committee プロジェクト調整委員会 

PTC Pastoralist Training Centre 牧畜研修センター 

R/D Record of Discussion 討議議事録 

RiceMAPP 
Rice-based and Market-oriented Agriculture 

Promotion Project 

稲作を中心とした市場志向農業振興プロ

ジェクト 

RIPP Rice Promotion Program 稲作振興プログラム 

RPLRP 
Regional Pastoral Livelihood Resilience 

Project 

牧畜民生計支援プロジェクト（世銀融資広

域案件） 

SCAO Sub County Agricultural Officer サブ・カウンティ（県）農業担当官 

SCLPO Sub County Livestock Production Officer サブ・カウンティ（県）畜産担当官 

SDA State Department of Agriculture 農業・畜産・水産省 MOALF の農業部門 

SHEP 
Smallholder Horticulture Empowerment 

Project 

小規模園芸農民組織強化計画プロジェク

ト 

SHEP UP 
Smallholder Horticulture Empowerment 

and Promotion Unit Project 

小規模園芸農民組織強化・振興ユニット 

プロジェクト 

SR Short Rain 主作期 

TIMPs 
Technology, Innovations and Management 

Practices 
EAAPP が導入した改良技術群 



TOT Training of Trainers  研修講師向け研修 

USAID 
United States Agency for International 

Development 
アメリカ合衆国国際開発庁 

WAEO Ward Agricultural Extension Officer 区農業普及官 

WB World Bank 世界銀行 

WEAI 
Women’s Empowerment in Agriculture 

Index 

女性のエンパワーメントにかかる農業指

標（インデックス） 

WSRC Water Saving Rice Culture 節水稲栽培 

 





i 

評価調査結果要約表 

１．案件の概要 

国名：ケニア共和国 案件名：ケニア国ジェンダー視点に立った農業普及推進プロ

ジェクト  

分野： ジェンダーと開発 援助形態：技術協力プロジェクト 

所轄部署：社会基盤・平和構築部 協力金額（評価時点）：3.3 億円 

協力 

期間 

（R/D）： 2014年9月1日～

2017年8月31日 

（3 年間） 

先方実施機関：ケニア農業・畜産・水産省（MOALF） 

 日本側協力機関：  

 他の関連協力： 

１－１ 協力の背景と概要 

ケニアでは、女性が農業生産労働の 70％を担っている。それにもかかわらず、女性農民の生産性

は、土地、資本、技術、資本等への限定的なアクセスに起因して、男性農民と比較した場合 2～3

割程度も低い。こうしたなか、ケニア農業・畜産・水産省（Ministry of Agriculture, Livestock and 

Fisheries：MOALF）は、2010 年に「ジェンダー主流化戦略書」（Gender Mainstreaming Strategy）を

策定し、「農業の持続的な生産性と生活の改善のために、ジェンダー視点に立った政策、プログラ

ム、プロジェクトの実施を推進することを通じて、ジェンダー平等及び男女共同参画を促進してい

く」こととしている。  

JICA は、ケニア国「小規模園芸農民組織強化計画プロジェクト（Smallholder Horticulture 

Empowerment Project：SHEP）（2006～2009 年）」において、市場志向型農家経営の推進に取り組み、

事業におけるジェンダー主流化を推進してきた。その結果、同プロジェクトでは農家経営における

男女共同参画が促進され、農家の生計向上に寄与したことが終了時評価調査時に確認された。  

こうした取り組みを MOALF は高く評価し、SHEP におけるジェンダー主流化の取り組みを省内

に定着させ、園芸農家のみならず、他の作物生産に携わる農家に対しても普及していくために「ジ

ェンダー視点に立った農業普及推進プロジェクト（PEGRES）」（以下、「本プロジェクト」と記す）

を JICA に要請した。本プロジェクトは、2014 年 9 月から 2017 年 8 月の 3 年間の予定で実施され

ている。  

本プロジェクトでは、プロジェクト期間を前期（2 年間）と後期（1 年間）に分け、前期で「ジ

ェンダー主流化パッケージ」＊ の案を作成し、後期で同案の実証を通じてパッケージを完成させ、

MOALF を含む関係機関への頒布を行う計画である。より効果・効率的なパッケージ開発のために、

MOALF が実施する複数の小規模農家支援事業と連携し、それぞれの支援事業の対象地域を本プロ

ジェクトのパイロット・サイトとして各種活動を展開している。これまでに、2 件の小規模農家支

援事業を前期連携プロジェクトとして選定し、計 3 カ所のパイロット・サイト（ニエリ郡：酪農事

業、ブシア郡：キャッサバ事業、ムエア灌漑地区：稲作）で、「ジェンダー主流化パッケージ」案

開発に向けての活動を進めているほか、新たに 2 件の小規模農家支援事業を後期連携プロジェクト

として選定し、これらのプロジェクトの対象地域でパッケージ案の実証活動を行っている。また、

2017 年 1 月から前期連携プロジェクトに導入した「ジェンダー主流化パッケージ」案の活用状況を
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確認し、エンドライン調査によりモニタリング・評価を行い、現在調査結果を取りまとめ中である。

 

*「ジェンダー主流化パッケージ」とは、男女共同参画型の農家経営を推進していくために、小規模農家支援事業に

おいて、ジェンダーの視点から実施していくべき一連の活動群、及びそれらの活動の実践にあたって必要な研修

モデュール、チェックリスト、マニュアル、ガイドライン等の実践ツールを取りまとめたものを想定。SHEP で

整備された園芸農家支援事業向けの各種ジェンダー関連研修プログラムや教材・ツールをベースとし、より広範

な農家を対象とし適用可能なコンテンツを整備する。完成したパッケージは、ケニア MOALF の事業・研修の中

で活用されることを目指す。 

 

１－２ 協力内容 

（1）上位目標 

ジェンダー視点に立った農業普及サービスによって小規模農業・牧畜・漁業に従事する男女

世帯の生計が向上する。 

 

（2）プロジェクト目標 

農業・畜産・水産省（MOALF）及びカウンティ政府のジェンダー視点に立った農業普及サー

ビスを実施する能力が向上する。 

 

（3）成果 

① プロジェクトの管理・実施体制が確立される。 

② ジェンダー主流化パッケージが開発される。 

③ 小規模農家支援事業によってジェンダー主流化パッケージが適切に活用される際に必要な

支援を行うための MOALF 及びカウンティ政府の指導能力・技能及び知識が向上する。 

④ ジェンダー主流化パッケージが、連携パートナー以外の小規模農家支援事業、カウンティ政

府及び農業研修校に導入される。 

 

（4）投入（評価時点） 

2017 年 3 月 31 日実績 

1Ksh＝1.04 円（2017 年 5 月 8 日為替レート） 

 

日本側：総投入額 3.3 億円 

専門家派遣：長期専門家 2 名、短期専門家 3 名 

以下の 4 分野、累計 5 名が派遣されている。 

①総括／業普及におけるジェンダー主流化、②農業普及／モニタリング・評価、③業務調整

／研修管理（累計 2 名）、④情報教育・コミュニケーション（IEC） 

機材供与：9,783,504Ksh（9,407,215 円） 

ローカルコスト負担：35,224,851Ksh（33,870,049 円） 

研修員受入れ：8 名 
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相手国側： 

カウンターパートの配置：11 名 

ローカルコスト負担：14,609,082 Ksh（14,047,194 円） 

その他：プロジェクト事務所スペース、事務所維持管理費 

 

２．評価調査団の概要 

調査者 総括 

 

ジェンダー

と開発 

評価分析 

協力企画／

農業・農林

開発 

宮崎 桂 

 

久保田真紀子 

 

松本 彰 

桑垣 隆一 

社会基盤・平和構築部ジェンダー平等・貧困削減推進室 

室長 

国際協力人材部 国際協力専門員  

 

Ａ＆Ｍコンサルタント有限会社 代表取締役 

社会基盤・平和構築部ジェンダー平等・貧困削減推進室 

専門嘱託 

調査 
期間 

2017 年 4 月 30 日～2017 年 5 月 19 日 評価種類：終了時評価 

３．評価結果の概要 

３－１ 実績の確認 

（1）プロジェクト目標の達成度 

プロジェクト目標「農業・畜産・水産省（MOALF）及びカウンティ政府のジェンダー視点に

立った農業普及サービスを実施する能力が向上する」については、事業の適切な運営及び調整

（成果 1）が行われ、「ジェンダー主流化パッケージ（GMP）」が開発（成果 2）されている。ま

た、GMP 実施に必要な連携ドナー事業の対象ケニア職員の技能・知識が向上した（成果 3）。な

お、成果 4 の「GMP が連携パートナー以外の小規模農家支援事業、カウンティ政府及び農業研

修校に導入される」については、GMP 研修講師育成の研修講師向け研修（TOT）や GMP の検

証ワークショップといったプロジェクト終了までに残された活動を完了することで達成が期待

できる。以上からプロジェクト目標は、達成される見込みが高いと判断される。 

 

（2）成果の達成度 

本プロジェクトの 4 つの成果の達成状況は以下のとおりである。 

 

【成果 1】プロジェクトの管理・実施体制が確立される。 

成果 1 は、（指標 1-1） PSC 及び PMC 会合が少なくとも年 2 回開催される、（指標 1-2）2015 年 2

月までに前期連携プロジェクトとして 2 案件のパートナーシップが結ばれる、（指標 1-3）2016 年 8

月までに中央並びにカウンティレベルでの小規模農家農業プロジェクトとの間の協力関係とネッ

トワークが少なくとも 15 案件結ばれる、の 3 つの指標から成り立っており、すべての指標が達成

されているため、成果 1 は「達成されている」と判断される。 
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【成果 2】ジェンダー主流化パッケージ（GMP）が開発される。 

成果 2 は、（指標 2-1）2016 年 8 月までに前期連携プロジェクトの協力のもとに、GMP にかかる

実施ガイドライン及び参考マニュアルが開発される、（指標 2-2）2017 年 8 月までに、GMP にかか

る実施ガイドライン及び参考マニュアルが検証のうえ 終化される、の 2 つの指標から成り立って

おり、GMP ドラフト及び参考マニュアル並びにガイドライン（TOT マニュアル）の改訂・修正が

進行中で、GMP は 2017 年 6 月に開催予定の検証ワークショップで、ケニア側のコメントを反映し、

終化予定である。既にドラフトも存在し、 終化までのスケジュールも明確であることから、成

果 2 は「ほぼ達成されている」と判断される。 

 

【成果 3】小規模農家支援事業によってジェンダー主流化パッケージが適切に活用される際に必要

な支援を行うための MOALF 及びカウンティ政府の指導能力・技能及び知識が向上する。

成果 3 は、（指標 3-1）対象サブ・カウンティの職員のうち少なくとも 60％が、2017 年 8 月まで

にジェンダー主流化にかかる能力強化研修を受ける、（指標 3-2）TOT のうち、少なくとも 80％の

受講生が 2017 年 8 月までに連携パートナープロジェクトによってドラフト GMP の中から 1 つ以上

のコンポーネントを活用する、の 2 つの指標から成り立っており、研修参加者は研修の内容を理解

しているだけではなく、「ニエリのマデラ東」や「ブシアのテソ北」においては、近隣サブ・カウ

ンティにおいて、TOT 参加者が研修講師として農家研修を行っている。したがって、成果 3 は「達

成されている」と判断される。 

 

【成果 4】ジェンダー主流化パッケージが、連携パートナー以外の小規模農家支援事業、カウンテ

ィ政府及び農業研修校に導入される。 

成果 4 は、（指標 4-1）少なくとも 15 件の小規模農家支援事業と 3 つのカウンティ政府が、2017

年 7 月までに GMP の実行戦略の策定に参画する、（指標 4-2）農業研修校（ATC）2 校、牧畜研修

センター（PTC）1 校、水産研修センター（FTC）1 校、さらにケニア農業学校（KSA）において、

2017 年 8 月までに研修カリキュラムに GMP が内包されるように働きかける、の 2 つの指標から成

り立っている。GMP 終化後には、GMP 実施にかかるマスター講師育成の TOT を予定しており、

同 TOT には KSA はじめ研修校からの参加を想定している。終了時評価において、①カウンティ政

府にはジェンダー・フォーカル・ポイントの設置が検討されるなど GMP 実行戦略の策定準備が進

められており、②GMP が内包されるような働きかけは既に行われているため、終了時評価時点で

成果 4 は達成していないが、プロジェクト完了までに達成する可能性が高いことから成果 4 につい

ては「部分的に達成されている」と判断される。 

 

３－２ 評価結果の要約 

（1）妥当性（極めて高い） 

本件は、ケニア政府の国家政策、戦略方針に沿ったもので、また JICA の援助方針にも合致し

ている。また、本プロジェクトでは、すべての人々の社会的背景を考慮し、プロジェクト活動

に参画させるとともに、エンパワーメントや生計向上を目的にジェンダー分析調査を行い、男

性のみならず女性、更には壮年、青年層の様々な関心、課題を計画に組み入れている。 

以上から、本プロジェクトの妥当性は維持されており、「極めて高い」と判断される。 
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（2）有効性（比較的高い） 

本プロジェクトの関与によって、①GMP のドラフトは既に作成されており、②プロジェクト

関係者の認識変化（思考態度）をもたらし、③TOT によって、小規模農家支援事業にかかわっ

ている中央並びにカウンティ政府の職員はノウハウや意欲を高め、ジェンダー視点に立ったや

り方で業務が遂行されている。さらに、④MOALF は、関連する農業案件をはじめ、関連職員、

中央、カウンティ政府の関係者に対し、GMP のドラフトを普及している。 

以上から、ジェンダー視点に立った農業普及の推進を行ううえでの能力構築が向上しつつあ

ると判断され、本プロジェクトの有効性は、「比較的高い」と判断される。 

 

（3）効率性（比較的高い） 

本プロジェクトに対する日本側、ケニア側の投入はおおむね適正であった。MOALF は本プロ

ジェクト活動にかかる適切な規模の予算を支出している。しかし、プロジェク期間の制約のた

め、GMP の波及や拡張は制約があった。なお、プロジェクト初年度は、日本とケニアとの予算

年度の相違もあり、ケニア政府予算を確保するのは容易ではなく、プロジェクト活動の一部が

遅れたが、その後は計画通りに執行された。また、ケニア側カウンターパートの日当宿泊交通

費に関する調整に時間を取られた結果、プロジェクト前半におけるプロジェクトの進捗状況は

芳しくなかった。しかし、ケニア側カウンターパートの日当宿泊交通費の問題が解決したのち

プロジェクトは順調に進んだ。 

本プロジェクトの投入は、量及び質も適正で、すべての投入は円滑なプロジェクト実施にか

かり十分に活用されており、投入量に見合う成果を有していると思われ、本プロジェクトの効

率性は「比較的高い」と判断される。 

 

（4）インパクト（ポジティブ） 

本プロジェクトのインパクトは、以下の理由や観察のとおり、「ポジティブ」と判断される。

1）上位目標への貢献 

終了時評価調査時には、上位目標の達成につながると思われる「変化」の兆候が表れつつあ

った。終了時調査の時点では上位目標達成への貢献度合いを正確に把握できてはいないもの

の、ベンチマークとなるベースライン調査の結果とエンドライン調査の結果を比較してみる

と、対象農家の生産量や生計の面での変化がいくつかみられる。 

2）正の開発効果（波及効果） 

プロジェクトでまとめられた評価シートをはじめ、プロジェクト作成資料、評価調査中に実

施された質問票結果、さらにインタビューや現場視察の結果、下記のとおり、さまざまな正の

変化が生じていることが確認された。 

① 家庭内労働への変化・影響 

② 意思決定への変化・影響 

③ 異なるジェンダーグループ間の資源や便益へのアクセスやコントロールへの変化・影響 

④ コミュニティレベルでの女性の代表への変化・影響 

⑤ その他、本プロジェクト関与による変化・影響 

・ジェンダー主流化に向けた意欲やアクションの拡大 
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・家計収入、生計向上、児童の就学アクセス向上、家庭内やグループレベルでのリスク軽減

 

（5）持続性（中程度） 

本プロジェクトの持続性は、以下の面から、「中程度」と判断される。 

1）政策面 

ケニア政府は、農業の持続的な生産性向上と農民の生活改善のために、農業におけるジェン

ダー間の平等、女性の社会参加促進を高い優先順位としている。また MOALF が策定した「農

業セクター開発戦略」や「ジェンダー主流化戦略書」では、農業セクターにおいて取り組むべ

き課題の 1 つとして、ジェンダー不平等を掲げている。 

2）組織面 

MOALF は、ジェンダー平等を本質的価値と位置づけ、ジェンダー主流化の推進を行ってい

る。さらに、同省が管轄する零細農家向け農業事業のほとんどの公文書に、ジェンダーの観点

を明記しており、ジェンダー視点に立った普及サービスの推進が同省で継続される期待は大き

い。なお、GMP の実施にかかり、今後プロジェクト関係者が重要な役割を果たすことが期待

されるが、カウンティ政府（農業部門）の多くがいまだジェンダー担当職員を配置できていな

いため、GMP に基づくジェンダー主流化を効果的に進めることができるかどうかは未知数で

ある。 

3）技術面 

サブ・カウンティレベルの普及員の中には、本プロジェクトの TOT で学んだ「ジェンダー

研修」をプロジェクトが支援対象とする農家以外のグループや隣接する他の普及員たちに対し

て自発的に実施している者もいた。したがって、サブ・カウンティレベルの普及員は、プロジ

ェクトの支援なしでもジェンダー研修を実施する能力を有していると判断される。 

4）予算面 

農業において、すべてのジェンダーグループの平等化と参画を促進することが国家政策とし

て掲げられていることから、中央レベルでの国家予算計上・配分の加速化は今後も期待される。

一方、地方（カウンティ）への権限委譲から、農家への普及サービスを提供する責務はカウン

ティ政府が負っているものの、カウンティレベルで GMP を有効活用し、十分な予算を計上す

るのはいまだ困難である。 

 

３－３ 効果発現に貢献した要因 

（1）計画内容に関すること（ジェンダー主流化に対する関係者の留意と強固なコミット） 

ジェンダー平等の推進はケニアの憲法上のアジェンダの 1 つでもあり、すべての政府機関と

開発パートナーは、ジェンダー主流化に注意を払っている。そうしたなか、中央及びカウンテ

ィ政府の関係者は、本プロジェクトの必要性を理解し、積極的に参加する強い意志を有してい

た。インタビューの際にも、関係者がプロジェクトのジェンダー主流化アプローチに共感して

おり、連携活動プロジェクトも非常に協力的で、シナジー効果がもたらされたことが確認され

た。 
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（2）実施プロセスに関すること（GMP のツールの有効性） 

本プロジェクト実施の過程で、さまざまな活動が行われ、プロジェクトの成果品は有効に活

用されている。とりわけ、GMP のコンポーネントのうち、「ジェンダー分析調査」や、「ジェン

ダー研修（TOT 並びに農家研修）は実践的かつ有益であった。 

 

３－４ 問題点及び問題を惹起した要因 

ケニア側カウンターパートの日当宿泊交通費に関する調整に時間を取られた結果、プロジェクト

前半におけるプロジェクトの進捗状況は芳しくなかったが、ケニア側カウンターパートの日当宿泊

交通費の問題が解決したあとプロジェクトは順調に進み、予定通りプロジェクト目標は達成できる

見込みである。したがって、プロジェクト目標の達成を阻害する顕著な要因は特段見当たらない。

 

３－５ 結 論 

評価調査の結果、プロジェクト目標は「達成見込み」であり、本プロジェクトの総合評価は「比

較的高い」と判断される。 

評価 5 項目については、妥当性、有効性、効率性については高い評価（特に妥当性は非常に高い）、

上位目標達成への可能性にかかるインパクトについては達成可能の見込み（Positive）、案件終了後

の持続性については中程度（Moderate）と評価された。 

フィールドにおける聞き取り調査の結果、3 年間という限られた期間に満たない今の段階で、カ

ウンティレベルの普及担当者の能力が強化されてきていることが確認できた。また、本プロジェク

トの活動として開催されたジェンダー関連研修を受講した農村部の男女に役割分担や意思決定に

関する物事の考え方や態度に変化がみられ、生計向上に資する新しい取り組みを始めている具体例

も確認できた。 

GMP はジェンダー主流化のツールでありながら、農業の活動効果を高める有用なツールでもあ

る。現在、本プロジェクト（PEGRES）チームは 2017 年 8 月末のプロジェクト終了に向けて、ジェ

ンダー主流化を理念的なものではなく、実際に使えるツールとするため、GMP の見直しや修正を

急ピッチで進めているところである。 

プロジェクト終了期間までに GMP の MOALF 内の承認手続きと 終化等、いくつか残された活

動があるが、評価調査団としてはそれら残された活動を期日通り進めることに特段大きな問題があ

るとは認識していない。よって、プロジェクト目標の達成見込みは高いと評価し、討議議事録（R/D）

で定められたとおりの内容・期間で終了することで問題ないとの結論とした。 

  

３－６ 提 言 

MOALF 内、あるいは同国政府機関における GMP の普及戦略を策定する。 

例：ケニア農業学校（KSA）等を含む同省内の研修機関における正式採用、バリューチェーンの

生産面以外のサイクルで活用可能とするための取り組み、ジェンダー担当省（Ministry of 

Public Service, Youth and Gender Affairs）を巻き込んだケニア内における他セクターにおける

ジェンダー主流化アプローチの推進、MOALF における GMP 活用拡大に向けた予算化等。
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３－７ 教 訓 

・本プロジェクトは他の連携プロジェクトと組んで実施するユニークなプロジェクト設計を採用し

た。この方法により、農業技術の普及にかかる資源や労力の投入は省きつつも、ジェンダー主流

化に向けた行政能力の向上が効率的に支援された。また、結果的にケニア国内における多面的な

ジェンダー主流化の普及につながった。しかし、本案件と他の連携案件とはそれぞれのプロジェ

クト期間や時期、さらに目的が相違しているため、連携は容易ではない。類似案件において同様

の方法を選択する場合には、事前の調整を専門家のみに依存するのではなく、JICA 在外事務所

と本部が協力して支援をする必要がある。 

・農家自身の気づきのプロセスを重視するとともに、身の丈にあった改善方法を考えさせていくと

いった、参加型の手法を用いたジェンダー研修が、農家レベルにおける実質的な男女の役割分担

の見直しや意識変容に結び付いた。また、この変化を確認し、研修の有用性を理解した研修担当

者の能力強化にも有益であった。 

 

なお、ケニア側カウンターパートと日本人専門家の関係は、本プロジェクトが連携するカウンテ

ィ等におけるフィールドでの普及・研修活動が中心であり、日当、宿泊、交通費が多く必要となる

案件であったがゆえに、この経費の負担にかかる調整等を発端に非常に難しいものであったことが

確認された。今回の評価調査で確認されたもっとも顕著なプロジェクト目標達成の阻害要因が実は

この件であった。小規模農家向けの普及・研修活動に関する類似案件を実施する際に、予算措置や

支出基準にかかる事前の慎重な調整を先方実施機関と行う必要がある。 
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第１章 評価調査の概要 

１－１ 調査団派遣の経緯と目的 

ケニアでは、女性が農業生産労働の 70％を担っている。それにもかかわらず、女性農民の生産性

は、土地、資本、技術、資本等への限定的なアクセスに起因して、男性農民と比較した場合 2～3 割

程度も低い。こうしたなか、ケニア農業・畜産・水産省（Ministry of Agriculture, Livestock and Fisheries：

MOALF）は、2010 年に「ジェンダー主流化戦略書」（Gender Mainstreaming Strategy）を策定し、「農

業の持続的な生産性と生活の改善のために、ジェンダー視点に立った政策、プログラム、プロジェク

トの実施を推進することを通じて、ジェンダー平等及び男女共同参画を促進していく」こととしてい

る。  

JICA は、ケニア国「小規模園芸農民組織強化計画プロジェクト（Smallholder Horticulture 

Empowerment Project：SHEP）（2006～2009 年）」において、市場志向型農家経営の推進に取り組み、

事業におけるジェンダー主流化を推進してきた。その結果、同プロジェクトでは、農家経営における

男女共同参画が促進され、農家の生計向上に寄与したことが終了時評価調査時に確認された。  

こうした取り組みを MOALF は高く評価し、SHEP におけるジェンダー主流化の取り組みを省内に

定着させ、園芸農家のみならず、他の作物生産に携わる農家に対しても普及していくために「ジェン

ダー視点に立った農業普及推進プロジェクト（Project on Enhancing Gender Responsive Extension 

Services in Kenya：PEGRES）」（以下、「本プロジェクト」と記す）を JICA に要請した。本プロジェ

クトは、2014 年 9 月から 2017 年 8 月の 3 年間の予定で実施されている。  

本プロジェクトでは、プロジェクト期間を前期（2 年間）と後期（1 年間）に分け、前期で「ジェ

ンダー主流化パッケージ（Gender Mainstreaming Package：GMP）」＊ の案を作成し、後期で同案の実

証を通じて、パッケージを完成させ、MOALF を含む関係機関への頒布を行う計画である。より効果・

効率的なパッケージ開発のために、MOALF が実施する複数の小規模農家支援事業と連携し、それぞ

れの支援事業の対象地域を本プロジェクトのパイロット・サイトとして各種活動を展開している。こ

れまでに、2 件の小規模農家支援事業を前期連携プロジェクトとして選定し、計 3 カ所のパイロット・

サイト（ニエリ（Nyeri）郡：酪農事業、ブシア郡（Busia）：キャッサバ事業、ムエア（Mwea）灌漑

地区：稲作）で、「ジェンダー主流化パッケージ」案開発に向けての活動を進めているほか、新たに

2 件程度の小規模農家支援事業を後期連携プロジェクトとして選定し、これらのプロジェクトの対象

地域でパッケージ案の実証活動を行っている。また、2017 年 1 月から前期連携プロジェクトに導入

した「ジェンダー主流化パッケージ」案の活用状況を確認し、エンドライン調査によりモニタリング

評価を行う予定である。 

今回実施する終了時評価調査は、2017 年 8 月のプロジェクト終了を控え、プロジェクト活動の実

績、成果を評価、確認するとともに、今後のプロジェクト活動に対する提言及び今後の類似事業の実

施にあたっての教訓を導くことを目的として実施された。 

 

*「ジェンダー主流化パッケージ」とは、男女共同参画型の農家経営を推進していくために、小規模農家支援事

業において、ジェンダーの視点から実施していくべき一連の活動群、及びそれらの活動の実践にあたって必

要な研修モデュール、チェックリスト、マニュアル、ガイドライン等の実践ツールを取りまとめたものを想

定。SHEP で整備された園芸農家支援事業向けの各種ジェンダー関連研修プログラムや教材・ツールをベース

とし、より広範な農家を対象とし適用可能なコンテンツを整備する。完成したパッケージは、ケニア MOALF

の事業・研修の中で活用されることを目指す。 



－2－ 

 

１－２ 調査団の構成と調査期間 

１－２－１ 調査団の構成 

本調査団の構成は、以下のとおりである。 

宮崎 桂 総括 社会基盤・平和構築部ジェンダー平等・貧困削減推進室 室長 

久保田真紀子 
ジェンダーと開

発 
国際協力人材部 国際協力専門員 

松本 彰 評価分析 A&M コンサルタント有限会社 取締役社長 

桑垣 隆一 協力企画／ 

農業・農村開発 

社会基盤・平和構築部ジェンダー平等・貧困削減推進室 

専門嘱託 

 

１－２－２ 調査期間 

本調査は、2017 年 5 月 1 日から 5 月 19 日までの 19 日間で実施された。 

 

１－３ プロジェクトの概要 

名称 ジェンダー視点に立った農業普及推進プロジェクト 

協力期間 2014 年 9 月 1 日～2017 年 8 月 31 日 

相手国実施機関 農業・畜産・水産省（MOALF） 

上位目標 ジェンダー視点に立った農業普及サービスによって小規模農業・牧畜・漁業に

従事する男女世帯の生計が向上する。 

プロジェクト目標 農業・畜産・水産省（MOALF）及びカウンティ政府のジェンダー視点に立っ

た農業普及サービスを実施する能力が向上する。 

成果 ① プロジェクトの管理・実施体制が確立される。 

② ジェンダー主流化パッケージが開発される。 

③ 小規模農家支援事業によってジェンダー主流化パッケージが適切に活用

される際に必要な支援を行うための MOALF 及びカウンティ政府の指導

能力・技能及び知識が向上する。 

④ ジェンダー主流化パッケージが、連携パートナー以外の小規模農家支援事

業、カウンティ政府及び農業研修校に導入される。 
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第２章 終了時評価の方法 

本評価調査は、新 JICA 事業評価ガイドライン第 1 版」（2010 年 6 月）に基づき、評価の手法とし

てプロジェクト・サイクル・マネジメント（Project Cycle Management：PCM）の評価手法を採用した。

PCM 手法を用いた評価は、プロジェクト運営管理のための要約表である、①プロジェクト・デザイ

ン・マトリックス（Project Design Matrix：PDM）に基づいた計画達成度の把握（投入実績、活動状

況、成果の達成度、プロジェクト目標の達成見込み）、②評価 5 項目（妥当性、有効性、効率性、イ

ンパクト、持続性）の観点に基づいた収集データの分析、③分析結果からの教訓、提言のまとめの 3

点で構成されている。 

なお、本評価調査は、日本国側調査団及びケニア側調査団による合同評価チームを形成して実施し、

プロジェクト残りの協力期間並びに本件終了後における対応方針についても検討し、両国政府関係当

局に提言した。 

 

２－１ 評価手順 

２－１－１ 資料レビュー、評価グリッドの作成 

本評価にあたっては、プロジェクト PDM の内容を確認したうえで、2015 年 10 月にケニア側と

日本側で協議し合意した PDM（Version 2）を、評価用 PDM として利用することとした。そして、

それに基づいて、本調査を実施するに先立ち、評価項目に沿った評価設問を設定した。それぞれの

評価設問に対して、必要な情報・データ、その情報源や収集方法について検討し、「評価グリッド」

として整理、取りまとめ、合同評価調査報告書英文（Joint Evaluation Report）にも ANNEX として

添付した。本調査のための情報・データの収集は、作成した評価グリッドに沿って実施した。具体

的な情報・データの収集方法は、以下のとおり。 

 

（1）既存資料のレビューと分析 

当該事業に関する以下の資料をレビューし、分析に活用した。 

・「ケニア共和国男女共同参画型農家経営推進プロジェクト詳細計画策定調査報告書（2013 年 12

月）及び事業事前評価表 

・運営指導調査時作成資料（“A note on the findings of the JICA Mission”並びに団長・団員所感：

2016 年 5 月） 

・プロジェクト実績表（プロジェクト投入実績表、C/P 配置表等） 

・専門家業務完了報告書並びに現地業務結果報告書 

・プロジェクト関連資料（R/D、PDM、PO） 

・その他プロジェクト作成資料（ベースライン／エンドライン調査データ、フォーカス・グルー

プ・ディスカッション（FGD）メモ、プロジェクト調整委員会（PSC）／プロジェクト管理委

員会（PMC）議事録、プロジェクト冊子、研修教材、マニュアルをはじめプロジェクトの成果

品） 

・「ジェンダー主流化パッケージ」 終版（GMP） 

・プロジェクト関係組織・機関図 

・PEGRES ウエブサイト（JICA ホームページ上） 

・プロジェクト関係者（専門家、C/P）作成による終了時評価用作成資料 
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・ケニア国ジェンダー関連政策文書（“Gender Mainstreaming Strategy”、“Gender Policy 2013”ほか） 

・「対ケニア国国別援助方針」（2012 年 4 月） 

・「対ケニア共和国事業展開計画」（2015 年 4 月現在） 

・対象カウンティ政府関係資料［カウンティ・統合開発計画（County Integrated Development Plan：

CIDP）、年次計画書、予算レビュー及び概要ペーパーほか］ 

・連携プロジェクト関係資料［事業概要、東アフリカ農業生産性向上プロジェクト（EAAPP）、

並びに稲作を中心とした市場志向農業振興プロジェクト（RiceMAPP）後継案件のコンセプト

ノートやプロジェクトフレームワーク案、さらに各連携プロジェクトから共有されたレポー

ト：EAAPP 完了結果報告書等］ 

 

（2）事業関係者への質問票（アンケート）調査 

現地調査に先立ち、評価分析を担当する団員が、カウンターパート（Counterpart：C/P）に対し

て、プロジェクトの実績、実施プロセス、評価 5 項目に関する質問票を作成した（プロジェクト

実施機関のマネージャークラス 2 名、及び日常的にプロジェクト業務に従事している C/P 4 名に

対する質問票作成）。評価分析団員の派遣直前に現地に送付したこともあり、同団員の現地調査開

始前に回答を得ることは難しく、訪問時に回収ないしインタビューを行った 。 

また日本人専門家に対しては、専門家が取りまとめた投入実績や終了時評価用資料はじめ、プ

ロジェクト作成資料をもとに、メールを用いたプロジェクト活動内容の確認や不明な点などの質

疑応答を行うとともに、質問票（和文）を作成し、専門家 3 名に別々に回答を依頼した。 

 

（3）プロジェクト関係者との面談、インタビュー 

現地調査中は、C/P 及び日本人専門家、さらにプロジェクト関係者に面会し、事前入手資料や

上記質問票、メールからでは得られない補完的な情報を収集した。 

また、本プロジェクトの達成度や成果を捉えるうえで、プロジェクト側からプロジェクト活動

進捗にかかる詳細な報告を受けるとともに、相手国関係機関、日本人専門家、その他受益者（対

象カウンティ職員、対象地域の零細規模農家等）、さらにさまざまなプロジェクト関係者（連携プ

ロジェクトのマネージャーや担当者等）に対し、インタビューを実施するとともに、プロジェク

トで支援した対象地域の現場もいくつか訪問し視察を行った。 

 

（4）合同調整委員会への報告 

上記の調査結果を日本・ケニア双方の合同評価チーム内で評価 5 項目に沿って詳細に検討し、

合同評価調査報告書英文として取りまとめた。 終的に、2017 年 5 月 18 日に開催された合同調

整委員会に提出し、結果報告、協議を行い、協議議事録（Minutes of Meeting：M/M）として日本

国側（JICA 調査団長）とケニア側（MOALF 次官）との間で署名を行った。 

 

２－２ 評価５項目 

評価 5 項目の定義は以下のとおり。 
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項目 定 義 

妥当性 

（Relevance） 

プロジェクトの目指している効果（事業目標や上位目標）がターゲットグル

ープのニーズに合致しているか、問題や課題の解決策として適切か、ケニア

国及び日本側の政策との整合性はあるか、プロジェクトの戦略・アプローチ

は妥当か、公的資金である ODA で実施する必要があるかなどといった「援助

事業の正当性・必要性」を問う視点。 

有効性 

（Effectiveness） 

事業の実施によりターゲットグループもしくは社会への便益がもたらされて

いるのか（あるいは、もたらされる見込み）を問う視点。事業目標は達成さ

れる見込みか、それは当該事業のアウトプットの結果もたらされる見込みか、

目標に至るまでの外部条件の影響はあるか、有効性を貢献・阻害する要因は

何かなどを分析する。 

効率性

（Efficiency） 

主に事業コストと効果の関係に着目し、資源が有効に活用されているか（あ

るいは、されるか）を問う視点。プロジェクト目標の達成度はコスト（投入）

に見合うか、より低いコストで達成する代替手段はなかったか、実施プロセ

スの効率性を阻害・促進する要因は何かなどを分析する。 

インパクト 

（Impact） 

当該事業の実施によりもたらされる、より長期的、間接的効果や波及効果（上

位目標の達成度を含む）をみる視点。予期していなかった正・負の効果・影

響を含む。 

持続性 

（Sustainability） 

政策・制度面、組織・財政面、技術面、社会・文化・環境面、総合的自立発

展性等において、援助が終了しても当該事業で発現した効果が持続している

か（あるいは、持続の見込みはあるか）を問う視点。 

 

２－３ 日本・ケニア双方の合同評価チームメンバー構成 
＜JICA 側評価調査メンバー＞ 

日本側評価調査メンバーに関しては、「１－２－１ 調査団の構成」を参照のこと。 

 

＜ケニア側評価調査メンバー＞ 

氏 名 所属 

Mr.Joseph Komu 農業・畜産・水産省（Ministry of Agriculture, Livestock and 

Fisheries：MOALF）農業局中央計画＆モニタリング課・農業担

当主任官 

Ms.Beatrice Kataka  公共サービス・青年・ジェンダー省（Ministry of Public Service, 

Youth and Gender Affairs：MPSY&GA）ジェンダー担当局・ジェ

ンダー担当主任官 

 

２－４ 調査の制約・限界 

本終了時評価では、可能な限り客観的かつ包括的な情報・データの入手に努めたが、限られた時間

内での調査と分析のため、以下に示すような制約があった。 

 

（1）本件プロジェクトに C/P としてアサインされている MOALF 職員全員に個別並びにグループイ

ンタビューを実施したが、時間の制約があった。 
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（2）調査期間中に連携パートナー・プロジェクトとの対象サイトを 3 カ所〔ブシア、ニエリ、キリ

ニャガ〕訪問した。プロジェクトのアレンジにより、日程や訪問先を調整いただき、活動に参加

した多くの 終受益者（農家グループ）の中から、女性、男性、青年など、バランスを取り、で

きるだけ多くの情報を得るよう努めたものの、直接インタビューを行うことができたのは、ごく

一部の「グループ」（一部、インタビュー後半には個別インタビューも実施）であり、受益者へ

のインタビューには限りがあった。 

 

（3）受益者のうち、農家との面談では、一部、通訳（英語－現地語）を通してのコミュニケーショ

ンを行った。かつ参加人数が多い場合には各人からの説明ないし回答は限られ、短い時間でのイ

ンタビューから得られる情報は常に限られていた。なお、できるだけ参加者全員から回答しても

らうため、全員に挙手を促し、異なる意見、追加意見をもらえるよう質問の簡素化、深堀りを行

った。 

 

（4）対象地域の概要や特徴、さらに農家の生計ないし活動状況については、面談の際に工夫を加え

るなど、できる限り定量的、客観的な分析ができるよう努力をした。残念ながら、まだエンドラ

イン調査結果の集計中でもあり、またフォーカス・グループ・ディスカッション（Focus Group 

Discussions：FGDs）で面談を行った農家とは必ずしも同じ農家ではないことから、質・量的な

データが入手できないケースも多々あった。そのような場合には、関連資料や FGD メモ回答、

専門家や C/P からの追加情報、面談者の証言を終了時評価団が可能な限り、客観的な視点から検

証し、定性的な情報として調査結果に含めた。 

 

（5）今回、合同評価調査報告書英文（Joint Evaluation Report）の「提言」の 1 つとして残せるよう、

PDM の修正の提案を行った。事後評価を実施する際に参考となるよう、とりわけ、上位目標の

記載をはじめ、指標について、可能な限り、具体的かつ、調査が容易なものを調査団から示した

ものの、残念ながら 終合意が得られず、記載は 低限にとどまった。なお、今回の調査団から

の提案に基づき、プロジェクトチームによって PDM の改訂版が準備され、 終 PSC 会合に提出

のうえ、承認を得ることは同報告書に明記されている。 
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第３章 プロジェクトの実績 

３－１ 投入実績 

３－１－１ 日本側 

（1）専門家派遣 

  本プロジェクトには次の各分野（4 分野）の累計 5 名が派遣されている。 

① 総括／農業普及におけるジェンダー主流化 

② 農業普及／モニタリング・評価 

③ 業務調整／研修管理（累計 2 名） 

④ 情報教育・コミュニケーション（Information, Education and Communication：IEC） 

  なお、本プロジェクトでは①と②がシャトル型短期専門家、④が単発の短期派遣専門家で、

③は長期専門家派遣である。 

 
（2）機材供与 

  本プロジェクトでは、業務用四駆車両 2 台をはじめ、プロジェクト事務所にパソコン、プリ

ンター等の事務用品やパソコン、デジタルカメラなどを購入し、総額は約 980 万ケニア・シリ

ングである。付属資料３．協議議事録 ANNEX 6-3 を参照。 

 

（3）現地業務費 

  現地業務費負担は、一般業務費、調査出張費として、これまで合計で約 3,500 万ケニア・シ

リングを支出した（表３－１参照）。 

 

表３－１ 日本側予算によるローカルコスト負担額推移 

（単位：千 Ksh） 

年度 JFY 2014 JFY 2015 JFY 2016 総額 

支出額 3,254 8,897 19,246 31,397 

出典： PEGRES 

 

（4）本邦並びに第三国研修 

  本プロジェクトでは、これまで 8 名が本邦研修に参加している。さらに、タンザニアでの技

術交換研修や、南アフリカ共和国での 3 日間のジェンダー研修を含め、第三国研修も実施され

ている（付属資料３の ANNEX 8-3 を参照）。 

 

３－１－２ ケニア側 

（1）プロジェクト要員 

  ケニア政府は、本プロジェクト専任の職員（C/P）として、プロジェクトディレクター、プ

ロジェクトマネジャーに加えて、ナショナル・プロジェクト・コーディネーター、研修担当（ジ

ェンダー）、モニタリング・評価担当等で、累計 11 名が配置されている（なお、プロジェクト

期間中、人事異動による交代あり）。 
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（2）施設・設備の提供 

  ケニア政府は首都ナイロビ市内の MOALF（Kilimo House)の 4 階の一角にプロジェクト・オ

フィスを専門家執務のため提供するとともに、電気、水道、電話等の費用を負担している。 

 

（3）ローカルコスト 

  MOALF は表３－２のとおり、毎年、C/P 予算の申請を行い、プロジェクト活動費用の一部

を配賦している。これまで合計で約 1,400 万ケニア・シリングを計上した。 

 

表３－２ ケニア政府予算によるローカルコスト負担額推移 

（単位：Ksh） 

年度 配布計画 支出額 

2014/2015 3,000,000 1,351,326 

2015/2016 8,000,000 8,015,000 

2016/2017 8,000,000 5,242,756 

総供与額 19,000,000 14,609,082 

出典： PEGRES 

 

３－２ 活動及び成果の達成状況 

プロジェクトの活動はほぼ活動計画表に沿って実施されており、その活動結果や実績は「プロジェ

クト実績」並びに「プロジェクト活動進捗表」としてまとめられている（付属資料３の ANNEX 8 並

びに ANNEX 9 を参照）。 

PDM Version 2 で示された指標に基づき評価された、本プロジェクトの 4 つの成果の達成状況は以

下のとおりである。 

 

成果 1 

プロジェクトの管

理・実施体制が確

立される。 

指標： 

1-1）プロジェクト調整委員会（Project Steering Committee：PSC）及びプロジ

ェクト管理委員会（Project Management Committee：PMC）会合が少なくとも

年 2 回開催される。 

PSC 会合及び PMC 会合ともに、これまで 3 回開催された。PMC 並びに PSC

の 終会合はプロジェクト終了前にそれぞれ開催予定されている。よって、

本活動は継続中である。 

1-2）2015 年 2 月までに前期連携プロジェクトとして 2 案件のパートナーシッ

プが結ばれる。 

ジェンダー主流化実施に向けて、世銀「東アフリカ農業生産性向上プロジ

ェクト（Eastern Africa Agricultural Productivity Project：EAAPP）1 プロジェクト

との間で覚書（Memorandum of Understanding：MOU）が締結された。また JICA

「稲作を中心とした市場志向農業振興プロジェクト（Rice-based and 

Market-oriented Agriculture Promotion Project：RiceMAPP」プロジェクトとの間

でも、ジェンダー主流化に向けての連携活動が合意された。よって、本指標

                                                        
1 EAAPP とは、酪農事業（ニエリ郡マティラ西県）とキャッサバ事業（ブシア郡テソ南県）を対象に連携活動を実施することで、

2014 年 10 月に合意し、その後 MOU を締結。 



－9－ 

は既に達成済み。 

1-3）2016 年 8 月までに中央並びにカウンティレベルでの小規模農家農業プロ

ジェクトとの間の協力関係とネットワークが、少なくとも 15 案件、結ばれる。

合計 16 案件、協力関係とネットワークが結ばれており、本指標は既に達成

済み。 

（成果の達成状況）成果 1 は達成されている。 

 

小規模農家農業プロジェクト 16 件のリストは以下のとおり（2015 年 1 月にプロジェクトのジェン

ダー会合が開催され、参加並びに関係協力を構築） 
 

（1）Initial Partner& Verification Partner Project：5 

1. RiceMAPP 

2. EAAPP 

3. FAO-ASTF 

4. Regional Pastoral Livelihood Resilience Project (RPLRP) 

5. Plantwise 
 

（2）Other Smallholder Agricultural Projects：11 

1. Standards and Market Access Programme (SMAP) 

2. Smallholder Dairy Commercialization Programme (SDCP) 

3. Drought Resilience and Sustainable Livelihood Project (DRLSP) 

4. National Accelerated Agricultural Inputs Access project (NAAIAP) 

5. Urban and Peri-urban Agriculture Project (UPAP) 

6. Kenya Cereal Enhancement Programme (KCEP) 

7. Sustainable Land Management (SLM) 

8. SHEP PLUS 

9. Kenya Agricultural Value Chain Enterprises (KAVES) /USAID 

10. Kenya Agricultural Productivity and Agribusiness Project (KAPP) 

11. Kenya Rural Development Programme (KRDP) 

 

成果 2： 

ジェンダー主流化

パッケージ（GMP）

が開発される。 

指標： 

2-1）2016 年 8 月までに前期連携プロジェクトの協力のもとに、GMP にかか

る実施ガイドライン及び参考マニュアルが開発される。 

GMP ガイドライン及び参考マニュアルが既に開発されており、本指標は既

に達成済み。 

2-2）2017 年 8 月までに、GMP にかかる実施ガイドライン及び参考マニュア

ルが検証の上、 終化される。 

参考マニュアルとともに GMP のドラフトは作成され、2016 年 9 月の「GMP

普及ワークショップ」で発表されている。 

現行、GMP ドラフト、参考マニュアル並びにガイドライン（TOT マニュ

アル）の改訂・修正が進行中である。GMP は、2017 年 6 月に開催予定の検
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証ワークショップにて、これまでの知見、教訓を反映し、 終化予定である。

（成果の達成状況）成果 2 はほぼ達成されている。 

 

成果 3： 

小規模農家支援事

業によってジェン

ダー主流化パッケ

ージが適切に活用

される際に必要な

支援を行うための

MOALF 及びカウ

ンティ政府の指導

能力・技能及び知

識が向上する。 

指標： 

3-1）対象サブ・カウンティの職員のうち少なくとも 60％が、2017 年 8 月ま

でにジェンダー主流化にかかる能力強化研修を受ける 

研修参加者のうち、「78.4％」（37 人中 29 人）が、ジェンダーのコンセプト

や農業におけるジェンダー主流化アプローチを理解した。さらに、農家グル

ープに対するジェンダー研修を実施するうえでの知識や技能も向上している

ことから、同指標は既に達成している。 

3-2）TOT のうち、少なくとも 80％の受講生が 2017 年 8 月までに連携パート

ナー・プロジェクトによってドラフト GMP の中から 1 つ以上のコンポーネ

ントを活用する。 

TOT 参加者のうち、「82.5％」（57 人中 47 人）は、前期連携パートナー・

プロジェクトの対象サイトにて、ドラフト GMP の中から複数のコンポーネ

ントを利活用している。事実、「ニエリのマティラ東」や「ブシアのテソ北」

においては、TOT 参加者が研修講師となり、近隣サブ・カウンティにおいて

農家研修を自主的に実施している。 

（成果の達成状況）成果 3 は既に達成されている。 

 

成果 4： 

ジェンダー主流化

パッケージが、連

携パートナー以外

の小規模農家支援

事業、カウンティ

政府及び農業研修

校に導入される。 

指標： 

4-1）少なくとも 15 件の小規模農家支援事業と 3 つのカウンティ政府が、2017

年 7 月までに GMP の実行戦略の策定に参画する。 

19 件の小規模農家支援事業（3 件の連携パートナー・プロジェクトと 16

件のパートナー以外のプロジェクト）及び 3 つのカウンティ政府が、2016 年

12 月と 2017 年 1 月のワークショップに参加し、それぞれのプロジェクトに

GMP コンポーネントを内包することが討議された。その後、参加したプロジ

ェクトの中にはドラフト GMPの活動を行い、ドラフト GMPで明記された「農

家向けのジェンダー研修」が実施されている。 

また、2017 年 6 月に開催予定の GMP 実証ワークショップにて、小規模農

家支援事業及びカウンティ政府と GMP の実施戦略について更なる討議が行

われる予定。 

したがって、指標 4-1 は既に達成されている。 

4-2）農業研修校（Agricultural Training Centre：ATC）2 校、牧畜研修センター

（Pastoralist Training Centre：PTC）1 校、水産研修センター（Fisheries Training 

Centre：FTC）1 校、さらにケニア農業学校（Kenya School of Agriculture：KSA）

において、2017 年 8 月までに研修カリキュラムに GMP が内包されるように

働きかける。 

ニエリ、ブシア、ムエア、イシオロ、マチャコ、ナンディ（Nyeri、Busia、

Mwea、Isiolo、Machakos、Nandi）の ATC はじめ、イシオロの PTC、さらに

KSA は、ドラフト GMP の波及ワークショップやコンサルテーション会合な

ど、本プロジェクトのさまざまな活動に参加した。したがって、6 校の ATC、

1 校の PTC、KSA において、研修カリキュラムに GMP を内包する働きかけ
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は実施されている。 

したがって、指標 4-2 は既に達成されている。 

 

GMP 終化後には、GMP 実施にかかるマスター講師育成の TOT を予定し

ており、同 TOT には KSA はじめ研修校からの参加を想定。同 TOT と並行し、

研修校開催のコースに GMP 内包の可能性について研修関係者と更なる討議

の予定。 

（成果の達成状況）指標 4-1 と指標 4-2 は達成されているものの、成果 4 を達成するためには、小

規模農家支援事業、カウンティ政府及び農業研修校に GMP が導入される必要がある。GMP が小

規模農家支援事業、カウンティ政府及び農業研修所に GMP が導入されるかどうかは未定のため、

成果 4 は部分的に達成されている。 

 

３－３ プロジェクト目標の達成状況 

本プロジェクト目標は「農業・畜産・水産省（MOALF）及びカウンティ政府のジェンダー視点に

立った農業普及サービスを実施する能力が向上する」である。 

指標に基づき、終了時評価時における本プロジェクト目標の達成状況は以下のとおりである。 

 

指標 1） 

プロジェクト終了

ま で に GMP が

MOALF 省内で採

用される。 

2016年8月の全体ワークショップでドラフトGMPが発表されて以降、GMP

利活用につき、討議や協議が複数回プロジェクトと本省、更にはプロジェク

トと小規模農家支援事業との間で行われた。 

GMP 実証ワークショップが 2017 年 6 月に予定され、その際、関係者によ

って GMP 利活用の更なる議論が行われる予定である。 

したがって、指標１は達成される見込みである。 

指標 2） 

プロジェクト終了

までにGMP実施に

かかる戦略が、連

携パートナー・プ

ロジェクト 3 案件、

及びカウンティ 3

政府で策定され

る。 

・連携パートナー・プロジェクトの 4 案件〔世銀支援の EAAPP 並びにその

後継案件の Eastern and Central Africa Agriculture Transformation Project

（ECAATP）、JICA 支援の RiceMAPP の後継案件、世銀支援の牧畜民生計

支援プロジェクト（Regional Pastoral Livelihood Resilience Project：RPLRP）〕

では、事業計画や活動のなかに GMP のコンポーネントが含まれている。

現在、事業計画段階にある RiceMAPP の後継案件では、PDM の欄外にジェ

ンダー主流化が必要である旨が記載されている。また、世銀支援の ECAATP

案件では、ケニアでのプロジェクト実施の際には GMP を積極的に活用す

るとしている。世銀支援の RPLRP でも同案件の残り期間中、GMP を活用

する計画を既に確約している（RPLRPは5年間の案件で、2019年まで実施）。

・終了時評価調査において、カウンティ 3 政府（ブシア、ニエリ、ムエア／

キリニャガ）は、GMP 活用をコミットしている。3 政府とも、次期カウン

ティ・統合開発計画（County Integrated Development Plan：CIDP）で、農家

に対するジェンダー主流化アプローチをもって農家研修を積極的に行う用

意があると表明している。例えばブシア・カウンティの場合、カウンティ

農業事務所長（County Director of Agriculture：CDA）は、GMP を活用し、

積極的に農家研修を実施したいと表明している。ニエリ・カウンティの場

合、カウンティ農業事務所は、TOT 参加職員を同カウンティ農業分野のジ

ェンダー・フォーカルポイントとして任命する用意があると表明している。

またキリニャガ・カウンティの場合、カウンティ農業事務局はコメ地区で

の成功を模倣して、コーヒーや茶地区においても GMP を実施する準備が
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あるとしている。なお、カウンティ各政府による GMP 実施にかかる戦略

は、2017 年 6 月開催の GMP 実証ワークショップにて討議されることとな

っている。 

 

連携パートナー・プロジェクト 4 案件は、既に GMP のコンポーネントを

導入しており、カウンティ 3 政府については GMP のコンポーネント導入を

コミットメントしているので、指標 2 は、終了時評価時点では達成されてい

ないものの、達成される可能性が高い。 

指標 3） 

プロジェクト終了

までに 

前期連携 2 案件で

対象の農家グルー

プのうち、少なく

とも 15％のジェン

ダー関係が改善さ

れる。 

・意思決定方法について顕著な変化があるとのエンドライン調査結果が出て

おり、家族のより多くのメンバーが意思決定の過程に参加するようになっ

た。とりわけ、エンドライン調査で、対象作物からの収入をどう使うかを

配偶者と相談するとの回答者数が、ベースライン調査時と比べ、15％も増

加している。 

・対象 3 サイトとも今も女性が再生産活動の主な担い手にとどまっている。

再生産活動のほとんどは家族間での対話すらなく、日課として、女性によ

って行われている。再生産活動の主な担い手は女性であるとはいえ、プロ

ジェクト対象地域中、テソ南やキリニャガでは、ベースライン調査時と比

べ、他の家族メンバーによるサポートがあるとの結果も出ている。他の家

族メンバーからのサポートがまったくなく、女性単独で再生産活動を行っ

ているとの結果は、テソ南やキリニャガでは、10％も減少している。 

 

エンドライン調査で、対象作物からの収入をどう使うかを配偶者と相談す

るとの回答者数が、ベースライン調査時と比べ、15％も増加しているため、

指標 3 に関しては達成されている2。 

指標 4） 

プロジェクト終了

までに 

前期連携 2 案件で

対象の農家グルー

プのうち、少なく

とも 10％の生産活

動への参加が促進

される。 

・対象作物栽培等、生産活動の労働配分は、ベースライン調査時と比べ、家

族間でより公平に行ってきているとの結果が出ている。生産活動の労働貢

献度合いとして、全体の「39～47％」がある特定のジェンダーグループに

より行われているとの結果がベースライン調査時に出たのに対し、エンド

ライン調査では、「31～44％」に減少している（ニエリやブシアの場合は成

人女性、キリニャガの場合は成人男性）。主な担い手は同じとはいえ、ニエ

リの若年層を除いて、今まで生産活動に参加していなかった家族からの労

働貢献（参加）度合いは増加してきている。 

・対象作物栽培等、市場販売については、ブシアとキリニャガのサイトでは、

以前より、夫と妻とが共同で決定しているようになったとの結果が出てい

る。とりわけ、これまでは一方的に決定していた多くの夫が意識や態度を

改めて、妻と共同で決定するようになってきている。ニエリの場合、青年

男性や女性が牛乳の販売にかかる意思決定に参加するようになってきてい

る。 

以上から指標 4 は達成されている。 

指標 5） 

プロジェクト終了

までに 

前期連携 2 案件で

・連携プロジェクトが直接行った研修のみでの結果と比較し、導入された技

術への適用度は、3 サイトとも、増加しており、本プロジェクトでのジェ

ンダー研修への参加の結果、技術移転は、ベースラインと比べて 14～21％

高い結果が出ている。 

                                                        
2 指標 3 に関する調査は、ベースラインとエンドラインの双方とも世帯ベースで調査を実施した。 
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対象の農家グルー

プのうち、少なく

とも 10％の者が、

連携プロジェクト

で導入された技術

へのアクセスや適

用が増加する。 

・ベースラインとエンドライン調査のデータを比較すると、ブシアにおいて

は、すべてのジェンダーグループで、導入された技術への適用（世銀支援

の EAAPP 案件が導入した改良技術群 Technology, Innovations and 

Management Practices（TIMP）：技術・イノベーション・運営実践）が増加

している。 

以上から指標 5 は達成されている。 

 

なお、キリニャガの場合は、導入された技術への適用〔節水稲作技術（Water 

Saving Rice Culture：WSRC）〕は女性のみ増加しているが、その理由はこれま

で男性が行ってきた生産活動関連の技術を女性も適用したからといえる。一

方、ニエリの場合、病害虫管理や通常の管理方法（駆虫や動物の角取り等）

などの導入技術が、農家ではなく、サービスプロバイダーに適用されており、

農家女性や青年への技術適用と相殺されてしまっている。 

 

３－４ 上位目標の達成見込み 

本プロジェクトの上位目標は、「ジェンダー視点に立った農業普及サービスによって小規模農業・

牧畜・漁業に従事する男女世帯の生計が向上する」であった。 

女性は開発途上国の農業に重要な貢献をしているにもかかわらず、彼女たちが生産に要する資源と

機会を手に入れる手段は男性よりも少ない。そのため、女性が男性と同じように生産に要する資源と

機会を手に入れることができれば、女性の農業生産性は 20～30％増加するといわれている（FAO 

2012）3 。 

本プロジェクトも FAO の仮定に基づき、ジェンダー主流化を農民へ促進する実施機関の能力が向

上し、女性が男性と同じように生産に要する資源と機会を手に入れることができれば、女性の農業生

産性が向上するという仮定に基づいてプロジェクトを実施した。 

しかしながら、女性の農業生産性の向上には時間がかかり、干ばつなどの天候不順があれば、たと

え女性の農業生産性が向上したとしても生産量は減少してしまう。 

したがって、終了時評価においては、「MOALF 省内で採用された GMP がプロジェクト終了後もケ

ニア側によって継続的に使用され、ジェンダー視点に立った小規模農家向けの農業普及が実施される

ことが重要である」ことを指摘し、第７章「７－１」に記載されているとおり、「事後評価に向けて、

現在の PDM の上位目標の達成に向けた道筋がより明らかになるよう、次回のプロジェクト調整委員

会（Project Steering Committee：PSC）において新たな指標を検討することを提言した。 

なお、上位目標の指標に関する現時点での状況は以下に示すとおり。 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
3 国際連合食糧農業機関（FAO）、2012、『世界農業書食料白書 2010-11 報告』 

http://www.fao.org/3/a-i2050o.pdf（2017 年 8 月 3 日） 
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指標 1） 

GMP を導入した小

規模農家支援事業

のうち、少なくと

も 10％の対象農家

の、対象作物の生

産性が上がる。 

2016 年の栽培期において、ケニア全土に襲った干ばつによって、対象作物

の生産量は 3 サイトとも減少した。また現時点では、生産変化とプロジェク

トの介入との相関関係を明らかにするのは困難と言わざるを得ない。 

 

指標 2） 

GMP を導入した小

規模農家支援事業

のうち、少なくと

も 10％の対象農家

の、対象作物から

の収入が向上す

る。 

ベンチマーク指標とエンドライン調査のデータを比較すると多少変化はみ

られるものの、現時点では、プロジェクトの介入結果によって引き起こされ

た顕著な変化と断定するのは困難と言わざるを得ない。 

指標 3） 

GMP を導入した小

規模農家支援事業

のうち、少なくと

も 10％の対象農家

の、家屋の資産が

増える。 

パイロット・サイトのすべてで、家屋資産の増加傾向がみられ、またマティ

ラ西やテソ南では家屋資機材が増加傾向にある。例えば、終了時評価調査にお

いて、プロジェクトの研修受講後、浅井戸、給水タンク、改良かまど（“Jiko” 

4ストーブ）といった家屋資産を増やしたと、回答した対象受益者が多かった。

 

 

                                                        
4 燃料節約や調理時間短縮につながり、特に女性の労働時間節約（薪集めや調理時間にかかる労働）になる。 
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第４章 実施プロセス 

４－１ プロジェクトの実施プロセス 

本プロジェクトの実施プロセスとして、PDM 及び PO に記載されたスケジュールに沿って、いか

に活動が遂行され、また適切に運営されたか、また、実施プロセスに影響を及ぼす促進あるいは阻害

要因について確認を行った。なお、本プロジェクトにおける実施体制は、付属資料３．協議議事録 

Annex 10 にも付記。 

 

４－２ プロジェクトのモニタリングシステム 

プロジェクトの運営体制は、以下のとおり、実施機関の上層部から現場レベルまで、3 つの系統だ

ったモニタリングシステムを確立している。それぞれの役割、機能は以下のとおり。 
 

４－２－１ プロジェクト調整委員会 

プロジェクト調整委員会（Project Steering Committee：PSC）は、有効かつ成功裏にプロジェクト

を遂行するために設置されたプロジェクトの 高意思決定機関である。特に、政策面での決定やプ

ロジェクトの業務活動計画や予算の承認を行う際の責任を有する。同 PSC は少なくとも年 2 回開

催され、さらにケニア側と JICA 側とでほかに重大な課題、ないし事項が生じた際にも開催される

と規定されていた。 

PSC の開催は、当初、プロジェクト開始半年後の 2015 年 3 月頃を予定していた。しかし、MOALF

側から、2015 年 2 月に MOALF、JICA により署名された本プロジェクト実施にかかる討議議事録

（Record of Discussion：R/D）に記載されている PSC 構成メンバーの変更にかかる申し入れが JICA

側になされたことにより、その開催が大幅に遅延し、2015 年 10 月までその開催は延期された。な

お、MOALF 側からの PSC メンバー変更にかかる申し入れは本プロジェクトのみならず、MOALF

で実施されているすべての JICA 技術協力プロジェクトを対象としたものであり、MOALF 側の強

い要請により、本プロジェクトの PSC 第１回目は「地方分権化における小規模園芸農民組織強化・

振興プロジェクト（SHEP PLUS）」との合同開催となった。 

 

４－２－２ プロジェクト管理委員会 

プロジェクト管理委員会（Project Management Committee：PMC）は PIU に技術的助言を行う役

割を担う。プロジェクトの技術面、更にはプロジェクトの業務活動計画や予算、各種報告書の策定

の際の助言を行うこととされ、定期的な開催が規定されていた。 

PMC では、本プロジェクトが活動する 3 郡の代表、2 つの連携プロジェクト関係者、MOALF 各

部門の代表等、様々な立場の関係者がメンバーとして招聘されるとともに、本プロジェクト活動の

円滑な進捗を目的とした討議が交わされた。また、PIU により改訂された PDM についても協議が

行われた。 

なお、上記のように、PSC の開催が遅延したことを受け、第 1 回 PMC の開催も 2015 年 9 月に

ずれ込んだ。 

 

４－２－３ プロジェクト実施ユニット 

プロジェクト実施ユニット（Project Implementation Unit：PIU）は、プロジェクトのすべての活
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動遂行に責任を有する。 

 

４－３ プロジェクトの手法 

４－３－１ プロジェクトの手法とプロセス：「ジェンダー主流化パッケージ（GMP）」の開発 

本プロジェクト目標は「中央及びカウンティ政府のジェンダー視点に立った農業普及サービスを

実施する能力が向上する」であった。この目標に沿って、本プロジェクトではケニアにおける小規

模農家支援事業と連携し、実際にジェンダー主流化に向けた取り組みを行い、その内容や知見・教

訓を「ジェンダー主流化パッケージ（Gender Mainstreaming Package： GMP）」として取りまとめて

きている。同 GMP は、小規模農家支援事業のプロジェクトサイクル（計画立案から評価まで）に

応じて実施すべき、ジェンダー主流化の取り組み内容や手法がマニュアルやガイドラインの形で取

りまとめられている。プロジェクトの 終成果品となる同「GMP」が示すジェンダー主流化の概

要や手順は図４－１のとおり。 

 

 

図４－１ 同パッケージで示されているジェンダー主流化の概要図 

 

GMP では、小規模農家を対象とした開発イニシアティブの推進においてジェンダー主流化を推

進することに重きを置いており、ケニアで小規模農家支援事業を担う技術職員の実務を支える資料

となることを目指している。対象地域におけるジェンダー課題や格差の分析や抽出から始め、この

課題や格差を解消するためのジェンダー・アクションプランの作成までを、 初のステップとし 

（図４－１でいえば、ステップ 1～3）、プロジェクトの計画からモニタリング・評価の段階まで、

一貫してジェンダー主流化を推進するよう設計されている。図４－２参照。 
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図４－２ 小規模農家支援事業向け GMP のプロセス 

 

４－３－２ プロセスを重視したプロジェクトのアプローチ 

本プロジェクトでは、すべての活動のプロセスを能力構築として捉え、カスケード方式を通じて、

分析調査や実践的なトレーニングを行った。その結果、PIU メンバーはじめ、対象となったカウン

ティ政府の職員、連携パートナー事業の職員等のトレーナー、ファシリテーターとしての知識や技

能が向上した。また、現場におけるジェンダー主流化の実践プロセスやその過程で得られた知見や

教訓を GMP として取りまとめてきている。 
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第５章 評価結果（5 項目ごとのレビュー結果） 

５－１ 妥当性 

以下に述べるとおり、本プロジェクトとケニアの政策との整合性、受益者ニーズとの整合性、日本

側の援助方針との整合性等を確認した結果、本プロジェクトの妥当性は維持されており、「極めて高

い」と判断される。 

 

５－１－１ ケニア国家政策・戦略との合致 

MOALF では、各種政策文書において、ジェンダー視点に立った政策、プログラム、プロジェク

トの実施を強く打ち出し、農業におけるジェンダー間の平等、女性の社会参加促進を掲げている。

ケニア政府の主な国家政策、戦略方針におけるジェンダー関係の記載は以下のとおり。 

 

（1）2010 年に公布された憲法では、ジェンダー間の平等と女性の人権を保障している。同憲法、

第 27 条（2）では、ケニア人すべてが十分に、かつ等しく、すべての権利と基本的自由を享受す

ることを規定しており、差別撤廃、個人並びに社会の尊厳の維持、社会的公正や国民すべての将

来性の実現促進を謳っている。同憲法第 43 条、経済社会権利（1c）では、すべての国民に対し、

飢えからの開放や質的にも容認できる適切な食糧の確保を謳っている。 

 

（2）2008 年に策定された長期国家開発政策である「ケニア・ビジョン 2030」5では、女性の全面的

で平等な社会参加を国家開発の点でも重要事項として掲げている。同ビジョンでは、労働市場や

生産資源へのアクセスに関して女性のおかれている不平等な現状を指摘している。また、不適切

な主導権、土地をはじめとする生産資源にかかるコントロールなど、農村での貧困に直結する課

題の解決を呼び掛けている。 

 

（3）さらに、「ケニア・ビジョン 2030」の理念を農業セクターにおいて具体化するために策定され

た「農業セクター開発戦略 2010-2020（Agricultural Sector Development Strategy：ASDS）」6 では、

農業セクターにおける年 7 ％の平均成長率を達成するために取り組まなければならない課題の

1 つとして、ジェンダー不平等を掲げている。 

 

（4）また MOALF は、2010 年に「ジェンダー主流化戦略書」（Gender Mainstreaming Strategy）を策

定 7し、「農業の持続的な生産性と生活の改善のために、ジェンダー視点に立った政策、プログ

ラム、プロジェクト実施を推進することで、ジェンダー平等及び男女共同参画を促進していく」

としている。さらに、2013 年には「農業セクターにおけるジェンダー政策」8 も策定し、生産性、

食糧保障さらに成長と国家開発の推進並びに公平化のため、農業セクターにおけるジェンダー平

等と女性のエンパワーメントを推進することを謳っている。 

 

（5）ジェンダー平等や女性・青年のエンパワーメントの推進と達成は、カウンティ政府の開発計画

                                                        
5 「Kenya Vision 2030」で挙げられている 4 つの課題は、生産性、土地利用、マーケット、付加価値 
6 ASDS＝Agricultural Sector Development Strategy（農業セクター開発戦略） 
7 2011 年に改訂 
8 Agricultural Sector Gender Policy (March 2013, MOALF) 
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（2012 年のカウンティ政府法に基づき策定された 5 カ年計画：CIDP）にも必ず明記、言及され

ている9。 

 

「ジェンダー主流化戦略書」（Gender Mainstreaming Strategy） 

 

同戦略で謳われている使命は次のとおり（原文のまま）： 

「To enhance equity and participation of all gender groups in agriculture through engendered policies, 

programs and projects for sustainable productivity and improved quality of life.」 

 

上記の使命を達成するため、以下、9 つの重要課題を設定している： 

1. Gender gaps in Human Resource Management and Development 

2. Unsuitable Working environment 

3. Inadequate Gender Responsiveness in Research, Extension and Marketing linkages in Agriculture 

4. Inadequate Information, Education and Communication on Gender Issues 

5. Inadequate Gender Responsiveness in Programming 

6. Inadequate Consideration of Gender Perspectives in Policy and Legislative Framework 

7. Low Access to and Control over Agricultural Production Resources and Processes by Women and Youth 

8. Weak Collaboration and Networking Mechanisms on Gender Mainstreaming 

9. Mandate of Gender Office Not Aligned to its Placement 

 

５－１－２ 受益者10 のニーズとの整合性 

（1）実施機関（カウンターパート機関） 

  まず、実施機関である MOALF は、省独自のジェンダー主流化戦略を策定し、またジェンダ

ーを担当する部署（ユニット）や省内のジェンダー職員（フォーカルポイント）の配置など体

制を整えつつある。 

  本プロジェクトの「受益者」、特に中央並びにカウンティ政府の職員（農業普及担当）は、

ジェンダー主流化を推進するにあたっての実践能力の更なる強化が必要であり、ジェンダー課

題の理解のみならず、ジェンダー視点に立ったプロジェクトの計画作成やその実践能力が必要

とされていた。 

  なお、中央並びにカウンティ政府の職員からは、本件実施以前には、「ジェンダー」は理論

であり、実際の活動につながるものでは必ずしもなかったが、本件での活動、特にジェンダー

分析調査後の実践研修（TOT）等への参加により、具体的な活動へとつなげることができるよ

うになったと回答している。 
 
 

                                                        
9 ジェンダーの明記はあるものの、その記載はカウンティによってさまざまで、かつ肝心の予算配分はじめ事業年次計画となると、

かなり限定的である。青年やスポーツ等への予算配分は明確に示されていることが多いが、農業普及（農家への技術研修等）、

さらにジェンダー事業となると計画に明確に示されていないことが多い。一方、良い事例としては、横断的イシューとして、「貧

困」「HIV/AIDS」とともに「ジェンダー」に触れ、女性を含む特別グループへの配慮の主流化に言及し、また飲酒や失業の要因

等が原因のジェンダーDV（家庭内暴力）にも触れている年次計画もある（ニエリ・カウンティ政府）。 
10 本プロジェクトの「受益者」は、「零細農家：稲作、牧畜、漁業。並びに関係政府職員：MOALF 及び対象カウンティ政府」と

幅広い。 
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（2）対象となった零細農家 

  一般的に、農村女性や青年層（18～35 歳）は各コミュニティにおいて発言権も少ないなど、

弱い立場に置かれており、女性世帯主はじめ、特に「取り残された人 （々marginalized people）」

は非常に脆弱で、食糧確保の点でも高いリスクを負っている。本件では、こうした多様な年齢

層の関心や課題について考慮し、プロジェクト活動への参画を推進し、エンパワーメントや生

計の向上を図ってきた。 

 

５－１－３ わが国の援助政策との整合性 

外務省作成の「対ケニア国国別援助方針（2012 年 4 月）に示された支援重点分野（中目標）の 1

つに「農業開発」が位置づけられている。同様に、JICA は『対ケニア事業展開計画（2015 年 4 月

公表）』で、開発課題「市場に対応した農業開発」を位置づけ、「小規模農民収入向上プログラム」

を設定している。本プロジェクトも、そのプログラムに包括され、小農支援のためにジェンダー視

点に立った普及の推進を行っている。 

本プロジェクトの目的は、ジェンダー視点に立った普及を推進するのみならず、農民はじめ、牧

畜民、漁民など小農の生計向上支援ともリンクさせ、農業分野における GMP の開発とその活用を

目指していることから、日本側の政策、援助実施方針との整合性を保たれている。 

 
５－１－４ プロジェクトのアプローチ・デザインの妥当性 

本プロジェクトは、MOALF 傘下の小規模農家支援事業と「連携事業」を行っているが、各ドナ

ーの事業方針や活動計画等、本プロジェクトが直接コントロールすることができないことも多く、

通常の自己完結型（自分たちの活動はすべて自分たちでコントロール）のプロジェクトと比較して、

活動計画を立て実施に移すうえで、協議や活動調整など、事業展開上、多大な労力・時間を要して

いる。しかし、このアプローチによって多様なプロジェクト（地域や作物の多様性など）に対する

GMP アプローチの汎用性を高めることができ、かつフィールドでの成果を検証できたことから、

プロジェクトの性質上、望ましいコンセプト・アプローチであったと判断される。 

 
５－２ 有効性 

本プロジェクトの有効性は、「比較的高い」と判断される。 

 

５－２－１ プロジェクト目標達成の見込み 

本プロジェクトの関与によって、以下のことが観察される。 

① GMP のドラフトは既に作成されている。 

② 本プロジェクトの関与により、プロジェクト関係者の認識変化（思考態度）をもたらしたと

評価団は評価した。 

③ TOT によって、小規模農家支援事業にかかわっている中央並びにカウンティ政府の職員はノ

ウハウや意欲を高め、ジェンダー視点に立ったやり方で業務を遂行できるようになった。 

④ さらに、MOALF は、関連する農業案件はじめ、関連職員、中央並びにカウンティ政府の関

係者に対して、GMP のドラフトの普及・波及を推進中である。 

要約すると、事業の適切な運営並びに調整（成果 1）が行われ、「ジェンダー主流化パッケージ：

GMP」が開発（成果 2）され、GMP 実施につき連携ドナー事業の対象ケニア職員の技能・知識が
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向上した（成果 3）。なお、成果 4 は GMP 研修講師育成の TOT や GMP の検証ワークショップとい

った、残された活動を完了することで、達成が期待できる。 

上記のとおり、プロジェクトの 4 つの成果の達成により、プロジェクト目標である、「ジェンダ

ー視点に立った農業普及の推進を行ううえでの能力構築」が著しく向上しつつあると判断される。 

とりわけ、本プロジェクト目標である「関係者の能力強化」については、同プロジェクト目標の

達成指標の１つである GMP の農業省内での認知や採用、さらに連携ドナープロジェクトでの GMP

活用など、指標を達成していることが確認できた。また、プロジェクトの 4 つの成果はお互い密接

に関連しており、シナジー効果を生み出しているといえる。 

 

５－２－２ 本プロジェクト実施にかかる促進要因 

終了時評価時に行った個人及びグループインタビューや質問票回答の結果などから、本プロジェ

クトの効果発現に貢献した要因（目標達成の促進要因）は以下のようなものである。 

 

（1）ジェンダー主流化に対する関係者の認識と強固なコミットメント 

  ジェンダー平等はケニアの憲法上のアジェンダの１つでもあり、すべての政府機関並びに開

発パートナーや国家事業では、ジェンダー主流化に注意を払ってきている。そうしたこともあ

り、中央及びカウンティ政府の関係者はジェンダー主流化の推進の必要性を理解し、本プロジ

ェクトの活動に参加し、積極的に支援する強い意志を有していた。インタビューの際にも、関

係者がプロジェクトのジェンダー主流化のアプローチに喜んで応じており、連携活動実施にも

非常に協力的であった。 

 

（2）GMP のツールの有効性 

  プロジェクト実施の過程で、さまざまな活動が行われ、プロジェクトの成果品は有効に活用

されている。とりわけ、GMP のコンポーネントのうち、「ジェンダー分析調査」や、「ジェン

ダー研修（TOT 並びに農家研修）は実践的かつ有益であった（表５－１を参照）。 
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表５－１ プロジェクトの核となる活動、有効なツールやその機能について 

プロジェクトの核 

となる活動 
意味合いと機能 

ジェンダー分析調

査（Gender Analysis 

Study） 

「ジェンダー分析調査」は、ジェンダー格差の現状に関する情報収集のみ

ならず、格差解消に向けて必要な取り組みや解決方法を協議し、明らかにす

ることを目的として実施されたものである。同調査に参加した小規模農家支

援事業関係者が、ジェンダー主流化を一層、理解促進し、その推進能力を向

上するうえで有効であった。 

TOT（Training of 

Trainers） 

「TOT」は、普及サービスを担うカウンティやサブ・カウンティの職員が、

農家をはじめ、関係者に対してジェンダー研修を行う際に必要な実践的な知

識や技能を身につけさせることを目的として実施される。 

同研修の実施に際しては、教授メモや事例研究も付記した一連のマニュア

ルも整えられていたことから、受講生が理解しやすく機能的で充実したもの

であった。 

農家研修（ジェン

ダー理解） 

「農家研修」によって、現存するジェンダー格差や性別役割分担の現状が、

農業生産や収益に負の影響を与えていることを受講農家は理解できるように

なった。同農家研修中、特に「家計管理」や「アクション・プラン作成」が

もっとも役に立ったと受講農家からの評価が高かった。 

「家計管理」セッションは、各家庭の収入や支出につき、オープンかつ透

明性をもって協議がなされた。また、家計全体に対する男女双方の貢献につ

き、家族間の優先的支出項目に認識を促す機会でもあった。 

 

「アクション・プラン作成」は、参加者が自ら改善案を計画するものであ

る。アクション・プランを作成することで、関係者のジェンダー主流化活動

にかかる啓発にもつながり、具体的な行動を起こすきっかけとなった。 

 

  以上のとおり、本プロジェクトの実施過程において、さまざまな効果が発現しているが、農

家及び普及員がそれらを実感したことが、プロジェクトの対象サイトにおける農業普及事業へ

のジェンダー主流化の推進に貢献したものであったと評価できる。 

 
５－２－３ 問題点及び問題を惹起した要因（阻害要因） 

プロジェクト目標の達成を阻害する顕著な要因は特段見当たらない。 

なお、プロジェクト前半、ケニア側の補正予算が承認されなかったため、C/P 予算が確保できず、

連携パートナー・プロジェクトのサイトにおける現地活動が実施できず、宿泊・日当等の手当てを

巡って11、C/P がフィールドに行くのを拒むなど、活動の展開を妨げる要因は一部あった。 

 

５－３ 効率性 

本プロジェクトの効率性は、「比較的高い」と判断される。 

本プロジェクトに対する日本側、ケニア側の投入はおおむね適正であった。MOALF は本プロジェ

クト活動にかかる適切な規模の予算を支出している。しかし、プロジェクト期間の制約のため、GMP

                                                        
11 2014 年 12 月にケニア政府職員に対する「日当・宿泊費」の見直しが行われた。それまでは、C/P の出張に際しては、JICA 側

が JICA 規定に基づき、日当・宿泊費を支給していたが、見直しに伴い政府規定と JICA 規定に大幅な差異が生じることとなり、

C/P が JICA 規定に基づく日当・宿泊費による出張を拒否する事態にまで発展した。 
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の波及や拡張は制約があった。なお、プロジェクト初年度は、日本とケニアとの予算年度の相違もあ

り、ケニア政府予算を確保するのは容易ではなく、プロジェクトの活動の一部の遅滞を生じたが12、

その後は計画通りに執行された。 

本プロジェクトの投入は、量及び質的にも適正であった。すべての投入は円滑なプロジェクト実施

に向けて十分に活用され、投入量に見合う成果を有していると思われる。 

本プロジェクト活動の達成状況や、進捗・結果は、付属資料３の ANNEX 8 及び 9 として、取りま

とめられている。 

 

５－４ インパクト 

本プロジェクトのインパクトは、以下の理由や観察のとおり、「ポジティブ」と判断される。 

 

５－４－１ 上位目標への貢献 

終了時評価調査時には、上位目標の達成につながると思われる「変化」の兆候が表れつつある。 

現行で設定されている指標からは上位目標達成への貢献度合いを正確に把握できてはいないも

のの、女性の家庭菜園や青年の「ボダボダ（バイクタクシー）」といった新規ビジネスの創出、給

水タンクの購入や生計向上に資する改良かまど “Jiko” の導入、将来のリスク軽減のためのグルー

プ貯金等、対象農家の生計向上につながると思われる新しい試みが始まっている。 

以上の新しい試みは、その成果が発現するまでに時間がかかるため、現時点での上位目標の貢献

度合いを測ることはできないが、本プロジェクトでは事業の関与の結果を検証する目的で、エンド

ライン調査対象とした受益者グループと対象ではないグループ（「コントロール・グループ」と称

す）双方から集められたデータをもとに、現在、本プロジェクトの効果を分析・取りまとめ中であ

る。したがって、事後評価時には上位目標達成への貢献度合いを測ることができる可能性がある。 

 
５－４－２ 正の開発効果（波及効果） 

プロジェクトでまとめられた評価シート（「本プロジェクト関与により得られたインパクト」：付

属資料３の ANNEX 13）はじめ、プロジェクト作成資料（例として、エンドライン調査データ）、

終了時評価調査中に実施された質問票結果、さらにオフィスあるいは現場インタビューや現場視察

の結果、下記のとおり、さまざまな正の変化が現場で生じていることが調査団によって確認された。 

 

（1）家庭内労働への変化・影響 

  生産及び再生産活動ともに青年メンバーの参画が拡大（ニエリ／マティラ西）するとともに、

これまで女性メンバー中心で行われていたキャッサバ生産に男性メンバー（ブシア／テソ南）

も関与するようになっているなどの変容が生じている。その結果、女性の生産及び再生産活動

における労働負荷の軽減（例：水汲み、薪集め、時間を要す調理、圃場での除草など）が見受

けられる。 

 

                                                        
12 先方政府予算の確保ができなかったことに起因したプロジェクトの活動の遅れ、具体的にはベースライン調査実施時期の大幅

な遅れがあった。C/P の説明によれば、プロジェクト開始時期がケニア側会計年度開始後であり、初年度については当初予算が

計上されていなかったため、補正予算の申請を行ったものの、補正予算の承認プロセスに時間を要し、 終的には配賦されな

かったという経緯あり。 
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（2）意思決定への変化・影響 

  FGD に参加した多くが、（付属資料３の ANNEX 13）、プロジェクト関与後、特にジェンダ

ー研修や家計管理の演習の影響により、家庭内の意思決定により多くの家族メンバーが参画し

始めていると答えている。 

  例えば、図５－１で示されたとおり、エンドライン調査では、農家の男性、女性メンバー共

に、圃場利用に関する意思決定に変化を生じているとの回答が増えている。ベースライン調査

時と比べ、土地利用を一方的に決めていた男性の割合は 62.7％から 42.9％と約 20％減少して

いるが、これは各農家やコミュニティレベルで男性メンバーの思考や行動がプロジェクト関与

によって変化をもたらしたと評価できる。 
 

 

図５－１ ジェンダーグループによる土地コントロール(％) 

 

（3）異なるジェンダーグループ間の資源や便益へのアクセスやコントロールへの変化・影響 

  「IFPRI ベースラインレポート」13 によると、ケニア女性のエンパワーメントを制約してい

る要因の１つは、生産資源へのアクセスやコントロール、意思決定への制限である。 

  一方、本プロジェクトの関与によって、資源や便益の利用に関し、家族間の信頼が強まり、

資源や便益を家族間で公平に分配するなどの変化がみれることから、本プロジェクトは女性や

青年のエンパワーメントにも貢献があったと評価できる。 

  金銭的資源に関していえば、生産活動から得られた収入の分配に関して、プロジェクト実施

による研修の効果が表われている。ベースライン調査時では、配偶者と銀行口座を共有してい

るとの回答が全体の 16％のみであったが、エンドライン調査では 10％増加（26％が銀行口座

共有）しており、お互いに財務の透明性を確保する夫婦が増えていることがうかがえる（図５

－２参照）。 

 

                                                        
13 IFPRI(International Food Policy Research Institute)と USAID 共同のレポート（“Measuring Progress toward Empowerment: Women’s 

Empowerment in Agriculture Index (WEAI): Baseline Report”: p.18-19, 2014） 
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図５－２ 家計の銀行口座の種類 

 

  受講農家の多くは、男女双方、更には家族全員参加で各戸の収入や支出を共同で管理するこ

とへの重要性への気づきを促した「家計管理」演習を高く評価している。 

  ベースライン調査とエンドライン調査の結果を比較したところ、家計の金銭記録簿をつけて

いると回答した人の役割は 20％増加しており、多くの人が「家計管理」演習の内容を実践し

ていることがわかる（図５－３）。 

 

 
図５－３ 家計の金銭記録簿をつけている割合（％） 

 

（4）コミュニティレベルでの女性の代表への変化・影響 

  FGD によると、グループ運営に関し、さまざまなジェンダーグループにおいて、メンバー

たちの積極的な参加や協力がみられると答えており、特にプロジェクトの研修参加後には、女

性や青年の能力が認められてリーダーになるケースが増えている。事実、終了時評価の時点で、

女性や青年のなかには、公的な会合（“baraza”と称す）にも積極的に参加し、意見を述べる

などの事例も見受けられた。 

 

（5）その他、本プロジェクト関与による変化・影響 

  下記のとおり、関連職員や農家にさまざまな正の変化が現場で生じていることが終了時評価
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中に行った現地調査によって確認された。 

1）ジェンダー主流化に向けた意欲やアクションの拡大 

  対象カウンティの普及員が農家研修を自力で他のサイトでも実施している。例えば、ニエ

リの場合、プロジェクト対象外地区でも、専門家や C/P の支援を受けずに、研修を受講した

区農業普及官（WAEO）が自発的に農家研修を計画、実施している。更には、カウンティ政

府主導で、普及員が「タナ上流自然資源管理事業（非連携パートナー事業）」に対してもプロ

ジェクト同様の農家研修を仲介している。 

  また、老若男女を含む多くの農家がプロジェクト研修で得た技術や知識を他の非対象農家

にも共有をはじめており、なかには共有のため非公式な会合を開催するケースもある。 

2）家計収入、生計向上、児童の就学アクセス向上、家庭内やグループレベルでのリスク軽減 

  農家研修中にグループメンバーによって作成されたジェンダー・アクションプランをもと

に、女性や青年達は、例えば女性の家庭菜園、青年の「ボダボダ（バイクタクシー）」といっ

た新規ビジネスをはじめ、収入増加の機会を新たに得ていることも散見された。 

  また、給水タンクの購入や、生計向上に資する改良かまど“Jiko”の導入を行ったとする

農家も多くある。また、農家の中には、子女を高等教育に通わせるようになったとの事例も

ある。更には、研修を受講したニエリの農家グループ（“self-help group”）では、メンバーへ

の健康管理への出費や将来のリスク軽減のために、グループメンバーから少額の金を集めて

グループ貯金とするなどの新しい試みも始まっている。 

  一方、負のインパクトと看做されるものは、終了時評価時点では観察されていない。 

 
５－５ 持続性 

本プロジェクトの持続性は、以下の面から、「中程度」と判断される。 

 

５－５－１ 政策面 

ケニア政府は、引き続き、農業の持続的な生産性と生活の改善のために、農業におけるジェンダ

ー間の平等、女性の社会参加促進に高い優先順位を挙げており、また MOALF が策定した「農業セ

クター開発戦略（ASDS）」や「ジェンダー主流化戦略書」では、農業セクターにおいて取り組ま

なければならない課題の一つとして、ジェンダー不平等を掲げている。 

 

５－５－２ 組織面 

MOALF は、ジェンダー平等を本質的価値と位置づけ、省内でジェンダーを担当する部署（ユニ

ット）やジェンダー職員（フォーカルポイント）の配置を含め、ジェンダー主流化の推進を行って

いる。さらに、同省が管轄する零細農家向け農業事業のほとんどの公文書に、ジェンダーの視点に

立った取り組みについて明記している。以上のことから、ジェンダー視点に立った普及サービスの

推進が同省で継続される期待は大きい。 

 

５－５－３ 技術面 

GMP の実施においては、小規模農家支援事業の関係者が重要な役割を果たすことが期待される。

一方、カウンティ政府（農業）の多くが、まだジェンダー担当職員（フォーカルポイント）を配置

できていないため、カウンティレベルでは、GMP に基づくジェンダー主流化を効果的に進められ
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るかどうかは未知数である。ただし、カウンティレベルでも、GMP は他の開発パートナーによっ

て利活用される可能性は高い。 

 

５－５－４ 予算面 

農業において、すべてのジェンダーグループの平等化と参画を促進することが国家政策として掲

げられていることから、中央レベルでの国家予算の計上と配分の加速化が今後も期待される。一方、

地方（カウンティ）への権限委譲から、現行では農家への普及サービスを提供する責務はカウンテ

ィ政府が担っているものの、カウンティレベルで GMP の有効活用し、十分な予算を計上するのは

いまだ困難である。 
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第６章 結 論 

本プロジェクト実施の結果、期待された成果がほぼ生み出されつつある。本プロジェクトの妥当性、

有効性の点では高い結果が得られており、また効率性も概して適正である。さらに、本プロジェクト

実施により、小規模農家支援事業においてジェンダー主流化を促進するための、関係者の能力も強化

されてきている。 

さらに生産及び再生産活動におけるジェンダー格差の解消に向けた男性及び女性農家の意識や行

動の変容にも顕著な変化がみられる。また、プロジェクトの関与による農家の生計向上に関する兆候

や成果も発現しつつある。 

本プロジェクトは現在、現場でのジェンダー主流化に向けた活動から得られた知見や教訓を活かし

て、GMP の 終化に向けた取り組みを加速化させているところである。ケニアでの零細農家向け農

業支援事業の実施サイクルに応じて、実践的にジェンダー主流化が図れるよう内容が整理されており、

中央並びにカウンティレベルの職員にとって実践的で有用なツールとなることが期待される。 

まだ GMP の実証や 終化といった活動が残されてはいるものの、今後、残されたプロジェクト期

間内で計画された活動を完了するにあたって特段の大きな障害はないものと本評価調査団は判断し、

プロジェクト目標は成功裏に達成されるものと結論する。よって、本プロジェクトは R/D 記載の期

間をもって当初の予定通り終了するものとする。 
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第７章 提言と教訓 

７－１ 提 言 

終了時評価団は、プロジェクトに対し、以下の提言を行った。 

 

７－１－１ プロジェクト期間内に向けた提言 

① GMP の活用促進に向けて、ジェンダー主流化の取り組みによる効果を定量・定性両面で可

視化させるとともに、政策担当者向けのリーフレットの作成 

② GMP の MOALF の公式文書化に向けた努力 

③ 事後評価に向けて、現在の PDM の上位目標の達成に向けた道筋がより明らかになるよう、

次回の PSC において新たな指標を検討 

 

７－１－２ プロジェクト期間終了後に向けた提言 

MOALF 内、あるいは同国政府機関における GMP の普及戦略を策定する。 

例：ケニア農業学校（KSA）等を含む同省内の研修機関における正式採用、バリューチェーンの生

産面以外のサイクルで活用可能とするための取り組み、ジェンダー担当省（Ministry of Public 

Service, Youth and Gender Affairs）を巻き込んだケニア内における他セクターにおけるジェンダ

ー主流化アプローチの推進、MOALF における GMP 活用拡大に向けた予算化等。 

 

７－２ 教 訓 

本プロジェクトにおいては、ジェンダー主流化推進に向けて JICA 及び他の開発パートナーが事業

を実施する際に参考になる方法が採用された。主に以下の 2 点である。 

① PEGRES は他の連携プロジェクトと組んで実施するユニークなプロジェクト設計を採用した。

この方法により、農業技術の普及にかかる資源や労力の投入は省きつつも、ジェンダー主流化

に向けた行政能力の向上が効率的に支援された。また、結果的にケニア国内における多面的な

ジェンダー主流化の普及につながった。しかし、本案件と他の連携案件とはそれぞれのプロジ

ェクト期間や時期、さらに目的が相違しているため、連携は容易ではない。類似案件において

同様の方法を選択する場合には、事前の調整を専門家のみに依存するのではなく、JICA 在外

事務所と本部が協力して支援をする必要がある。 

② 農家自身の気づきのプロセスを重視するとともに、身の丈にあった改善方法を考えさせていく

といった、参加型の手法を用いたジェンダー研修が農家レベルにおける実質的な男女の役割分

担の見直しや意識変容に結び付いた。また、この変化を確認し、研修の有用性を理解した研修

担当者の能力強化にも有益であった。 

 

なお、ケニア側 C/P と日本人専門家の関係は、PEGRES が連携するカウンティ等におけるフィール

ドでの普及・研修活動が中心であり、日当宿泊交通費が多く必要となる案件であったがゆえに、この

経費の負担にかかる調整等を発端に非常に難しいものであったことが確認された。今回の評価調査で

確認されたもっとも顕著なプロジェクト目標達成の阻害要因が実はこの件であった。小規模農家向け

の普及・研修活動に関する類似案件を実施する際に、予算措置や支出基準にかかる事前の慎重な調整

を先方実施機関と行う必要がある。
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